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はじめに 

 

 本研究プロジェクトは、名古屋大学高等教育研究センターのスタッフを中心とする研究

者グループによって進めているものである。 

 名古屋大学高等教育研究センターは、１９９８年の創立以後一貫して大学教育の質的向

上をめざして実践的な研究を行ってきた。これまでに、ティーチングティップスである『成

長するティップス先生』や『ゴーイング・シラバス』をはじめとして、教員の授業改善を

側面から支援するためのツール開発等を行ってきた。これらは広い意味での FD 活動といえ

る。今後は、その内容をさらに深めるとともに、新たな方法・内容による FD 等の可能性を

求めて、FD の組織化の研究を行うこととした。 

 幸い、従来から高等教育研究センターと研究交流の実績のある研究者の協力を得ること

ができ、これらのメンバーとともに研究を進めることになった。同時に、科学研究費補助

金の申請をしたところ交付を認めていただき、研究に弾みがついた。 

 科研費補助金交付期間は２年間である。初年度は、研究会のメンバーの所属する大学と

規模や性格の類似した大学で、かつ FD 活動で実績を上げている大学を選択し、FD 担当部

局を訪問し、FD の組織化の方法や実施状況について聞き取り調査を実施した。アメリカ合

衆国、オーストラリア、ニュージーランド、オランダの４カ国の主要大学をメンバーが分

担して訪問し調査した。 

 本研究チームは、プロジェクトの最終目的を、FD およびそのマネジメントに関する改善

マニュアルを制作することと確認している。その目的到達への一里塚とすべく、初年度の

調査・研究の成果をとりまとめたものである。２年次はこの成果をふまえて、各国・各大

学等において実際に FD が行われている現場に参加して、FD の実態をできる限りリアルに

把握したいと考えている。 

  なお、FD というタームについてひとこと言及する。FD を教員が職務を遂行するために

必要な能力を習得・発展させるための教育・訓練ととらえるならば、教員の職務はますま

す広範囲に及びかつその内容も複雑になっている昨今の事情から、FD の範囲は広くかつ多

様になろう。しかし、本研究では考察の対象を教授活動に限定しており、本書で用いる FD

というタームも、教授活動に関する能力を習得・発展させるための教育・訓練という意味

に限定している。 

 全国各大学等で FD に取り組んでいる多くの方々のご意見・ご叱正を待って、研究内容を

見直し、最終報告の完成へとつなげる所存である 

                                               ２００５年３月  

                                 

                                          夏 目  達 也 

               （研究代表者、名古屋大学高等教育研究センター教授） 
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アメリカの大学における FD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



１．ペンシルバニア大学における FD 活動 
 

中井 俊樹 
 

１．ペンシルバニア大学の概要 
２．FD に関する基本方針と組織体制 
３．プログラムとサービス 
４．教育改善支援のためのツールとリソース 
５．FD 促進のための方策 
６．学外ネットワークの利用 
７．ペンシルバニア大学の FD の特徴 
８．日本の大学の FD に対する示唆 
 
 
＜調査日時等＞ 
日時：2005 年 2 月 18 日 午前 10 時～午後 2 時 
訪問先：ペンシルバニア大学教授学習センター 

Center for Teaching and Learning, University of Pennsylvania 
応対者：ラリー・ロビンス（Larry M. Robbins） 

教授学習センター・センター長 
調査者：中井俊樹、青山佳代 

3



 大学における FD の組織化に向けていかなる方法と課題があるのかを明らかにするため

に、アメリカの大学の事例調査を行った。筆者らは、2005 年 2 月 15 日から 25 日にかけて

アメリカ東海岸の 5 大学（マサチューセッツ工科大学、ブラウン大学、ペンシルバニア大

学、ニューヨーク大学、コロンビア大学）を対象に現地調査を行った。本稿では、筆者が

最も示唆が得られたと判断したペンシルバニア大学の FD 活動の事例を中心に中間報告を

行う。また、本研究プロジェクト全体に有益であると思われた情報は本報告書の巻末に参

考資料という形で加えた。 
 

図１ ペンシルバニア大学のキャンパス 
 

 
 
 
１．ペンシルバニア大学の概要 
 ペンシルバニア大学は、ペンシルバニア州フィラデルフィアにある大学である。100 ドル

紙幣に肖像が描かれているベンジャミン・フランクリンが創設者であり、1751 年に設立さ

れている。アイビーリーグの大学 8 校のうちの 1 校でもある名門私立大学である。 
 2003 年現在で学生数は、フルタイム学生が 19,050 人、パートタイム学生が 4,193 人、

合計 23,243 人である。フルタイムの学部学生は 9,917 人、フルタイムの大学院および専門

職大学院学生は 8,996 人である。一方、教員数は 4,499 人である。学士課程学生の授業料

等は年間 30,716 ドル（2005 年度）であり、大学の年間予算は、35.9 億ドル（2003 年度）

である。 
 ペンシルバニア大学の学士課程は４つのカレッジと学部から構成されている。学生数は、

カレッジ（教養学部）6,471 人、工学応用科学部 1,514 人、看護学部 455 人、ウォートンス

クール（ビジネス）1,782 人である。一方大学院、専門職大学院は 12 の部局から構成され

ている。 
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 ペンシルバニア大学は、その教育水準の高さが全米的にも認められている。U.S.News & 
World Report 社による America's Best Colleges 2005 において、ハーバード大学、プリン

ストン大学、エール大学に次ぐ第４位に位置づけられている。 
 
２．FD に関する基本方針と組織体制 
2.1 大学の全学の計画の中での FD の位置づけ 
 ペンシルバニア大学では、2003 年に全学の戦略的計画を定めている。その戦略的計画に

おいて、計画は大きく４つの目標に分類される。第一の目標は、ペンシルバニア大学を全

米および世界において研究と教育において卓越した拠点にすることである。第二の目標は、

重点学問分野 5 領域を設定して、世界屈指の成果を達成することである。第三の目標は、

教育方法を現在および将来のニーズに合わせていくことである。第四の目標は、大学の活

動を支える基盤を強化することである。 
 この戦略の中で、ファカルティ・ディベロップメントという言葉は見あたらないし、直

接相当する項目は設定されていない。つまり、大学の全学の計画の中での FD の位置づけや

その定義は明確にはされていない。しかし、個々の目標を達成するには教職員の資質向上

を要するものが多いのも確かである。 
 
2.2 教授学習支援組織 
 ペンシルバニア大学には、教授学習活動を支援する部署やプログラムがさまざまある。

その主な組織は表１の通りである。 
 

表１ ペンシルバニア大学の教授学習支援組織 
 

Center for Teaching and Learning 
 http://www.ctl.sas.upenn.edu/ 
Office of Affirmative Action and Equal Opportunity Programs 
 http://www.upenn.edu/affirm-action/ 
The Office of Student Disabilities Services 
 http://www.vpul.upenn.edu/lrc/sds/sds.html 
Computing Resource Center 
 http://www.upenn.edu/computing/isc/csg/ 
Albert M. Greenfield Intercultural Center 
 http://www.vpul.upenn.edu/gic/ 
PENNCAP (Pennsylvania College Achievement Program) 
 http://www.vpul.upenn.edu/dasp/penncap_home.html 
Learning Resources Center 
 http://www.vpul.upenn.edu/lrc/lr/lr.html 
Tutoring Center 
 http://dolphin.upenn.edu/~dasp/tutoringCenter_home.htm 
Counseling and Psychological Services 
 http://www.vpul.upenn.edu/caps/ 
The Writing Center 
 http://www.sas.upenn.edu/writing/services/center.html 
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 教授学習センター以外で特記すべき組織としては、障害をもつ学生をサポートするオフィ

ス、多文化理解を促進するアルバート・グリーンフィールド多文化センター、学問的には

優秀であるが、低所得者層の出身や教育的に不利な背景をもつ学生を支援するＰＥＮＮＣ

ＡＰ、チュータリングにより学習を支援するチュータリング・センター、大学での文章の

書き方を経験ある大学院生から学ぶライティング・センターなどがある。 
 
2.3 教授学習センター 
 ペンシルバニア大学教授学習センターは、1999 年に教養学部のもとに設立されたセンタ

ーである。センター独自のオフィスはもたず、ローガンホールにあるスタッフの研究室で

センターの業務が行われている。 
教授学習センターは、そのミッションを「専任教員、非常勤講師、ティーチングアシス

タントが、教室内および学習が行われるその他の場所において卓越した成果を達成するこ

とを支援すること」としてしる。教授学習センターは、このミッションにそってさまざま

なサービスを学内に提供している。教授学習センターのサービスとプログラムは、すべて

の部局の教員や大学院生に開かれている。組織図上においては、教授学習センターは教養

学部のもとにあるが、全学的な活動を展開している。財政的には、教養学部から予算が賄

われているが、他部局からも活動に応じて運営費を徴収している。センターの全体の予算

は 2 万 5000 ドルである。 
 

図２ 教授学習センターのあるローガンホールの外観 
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 教授学習センターのスタッフは、センター長のラリー・ロビンスと副センター長のジョ

ン・ノークスの２人である。ロビンスは、ルネッサンス文学の研究者である。ロビンスは、

1999 年にウォートンスクールから教養学部に異動し、教授学習センターの初代センター長

となった。当時のスタッフはロビンス一人のみであった。ノークスは、2003 年から教授学

習センターの副センター長として加わった社会学者である。ノークスは、社会学科の客員

講師である。ロビンスによると、現在は新たに 3 人目のスタッフの増員を計画している。

また、アシスタントとして、ホームページ作成やビデオ録画のためのスタッフを雇用して

いる。 
 
３．プログラムとサービス 
3.1 プログラムとサービスの内容と特徴 

教授学習センターが提供する教授学習支援のためのプログラムとサービスは以下のもの

である。このプログラムとサービスには大学院生対象のものも含まれるが、それらも含め

て紹介する。 
 プログラムとしては６つの形態のものがある。それらは、（１）教養学部、工学応用科学

部、ウォートンスクール対象の新任教員対象のオリエンテーション、（２）教養学部対象の

ティーチングアシスタントの研修、（３）工学応用科学部対象のティーチングアシスタント

のオリエンテーション、（４）大学院学生のためのワークショップ（名称は、Navigating the 
Classroom）、（５）教員対象のワークショップ、（６）ウォートンスクールの教員研修プロ

グラム（後述）である。 
 一方、サービスとしては、（１）カリキュラム設計と開発、（２）教授法支援、（３）個別

相談、（４）授業の録画サービス、（５）教授学習の電子的サポートである。 
 これらのプログラムとサービスの特徴は以下のようにまとめられるであろう。第一に、

新任教員の研修に力を注いでいることである。新任教員には、初めて教員になる者が含ま

れ、効果的な教授法に対するニーズをもっている。また、他の大学から異動してきた教員

も、ペンシルバニア大学の規定や受けられるサービスについての情報のニーズをもってい

る。このようなニーズに対応するだけでなく、大学の一員として溶けこむためにも、プロ

グラムの参加を通じて新任教員が人間関係を構築できるという利点があるとロビンスセン

ター長は述べている。 
 第二に、大学院生およびＴＡの研修に力を注いでいることである。特に大学院生やＴＡ

の研修に力を入れている背景は、彼らがペンシルベニア大学の教育活動に関与している、

もしくはこれから関与するからである。さらに、特に大学教授職を目指す大学院生にとっ

ては、大学教授法に関する研修経験を持つことが、自身の就職活動を有利に進めることに

つながるというインセンティブがある。 
 第三に、教員を集団として対応することに加えて、個別の対応を重視していることであ

る。個別相談や授業の録画サービスなどは、教員１人に対してスタッフ１人が対応すると

7



いうマンツーマンのサービスになっている。 
 
3.2 ウォートンスクール教員研修プログラム 
 筆者らがペンシルバニア大学に訪問したときに、ウォートンスクール教員研修プログラ

ムに参加することができた。以下では、同プログラムがどのようなものであったかを簡潔

に紹介する。 
 ウォートンスクール教員研修プログラムは、ウォートンスクールの博士課程の学生のた

めに提供されたプログラムである。ウォートンスクールの博士課程の学生は、修了するま

でにこのプログラムを受講することが義務づけられている。ただし、単位としてはカウン

トされない。 
 ウォートンスクール教員研修プログラムは週 1 回の授業のように展開される。講師はセ

ンター長のロビンスであり、クラスの人数は 24 人である。筆者が見学したのは、第 5 回目

の授業であり、「授業の中でディスカッションをどのようにリードするのか」がテーマであ

った。前回の授業においてディスカッションリーダーが 2 人選ばれ、彼らがディスカッシ

ョンのテーマを設定する。ちなみに学生が設定したテーマは、「多国籍企業の倫理」と「ス

ーパーボウルにおける企業宣伝の効果」であった。 
 ディスカッションリーダーには 15 分が与えられ、10 人程度の学生を対象にディスカッシ

ョンを行う。事前にクラスの他の学生は評価シートを配られて、そのシートにそってディ

スカッションの進行を評価する。またディスカッションの間は、ビデオテープに録画され

る。ロビンスはこの 15 分間で最後の 5 分の時にだけ合図を出す。そして、終了した後に評

価シートにそってディスカッションに関するディスカッションを行い、どのようにディス

カッションをしたらよいのかについて学生に考えさせる。評価シートは 1 枚であるが、デ

ィスカッションを観察するためのポイントとなる項目が記されている。 
 

図３ ウォートンスクール教員研修プログラムの風景 
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４．教育改善支援のためのツールとリソース 
4.1 ツールとリソースの内容 
 ペンシルバニア大学の教員が利用できる教育改善のためのツールやリソースが充実して

いる。第一のカテゴリーは、大学の方針や年間カレンダーなどである。年間スケジュール、

学問的な誠実性（Academic Integrity）の基準、教員の責任に関するガイドライン、中間試

験実施に関する方針、期末試験実施の規則、成績評価の方針、成績に関する苦情に関する

取り扱いなどである。 
 第二のカテゴリーは、学生情報である。学生情報に関しては全体の情報と個々の情報が

提供される。学生全体の情報は、入試選抜の状況、ＳＡＴのスコア、文化的属性、出身地

域別の学生数などがアドミッションオフィスから提供される。一方、個人情報は、

Institutional Research Query Database と呼ばれるデータベースによって提供される。こ

のデータベースは、パスワードで厳しく管理されており、ここで得られた情報を外に公開

することは厳しく禁じられている。 
 第三のカテゴリーは、教育改善のためのツールやリソースである。それらの中には、学

習分野別教育資源、初年次セミナーの情報、ライティングコースの情報、ティーチングハ

ンドブック、テクノロジーを利用した教育方法、評価方法などが含まれる。 
 
4.2 ティーチングハンドブック 
 授業改善の方法やペンシルバニア大学で教育を行うにあたっての有益な情報をまとめた

ものとして、ティーチングハンドブックを出版している。全 29 ページの小冊子である。そ

の内容構成は表２の通りである。大学固有の情報と授業改善の方法という２つの要素のバ

ランスがうまくとれた内容になっている。 
 

表２ ティーチングハンドブックの構成 
 

1. Introduction: Teaching at Penn 
2. Getting Organized 
3. Leading Interactive Discussion Groups 
4. Lecturing 
5. Working with your TAs 
6. Constructing Assignments and Tests 
7. Evaluating and Responding to Student Writing and 
Speaking 
8. Grading 
9. Evaluation 
10. Center for Teaching and Learning 
11. Teaching with Technology 
12. Teaching Awards 
13. University Policies 
14. Referrals 
15. Bibliography 
16. Academic Calendar 
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５．FD 促進のための方策 
 FD を促進するためにさまざまな方策がとられている。すでに述べた新任教員の研修の重

視、大学院生およびＴＡの研修の重視、教員への個別の対応は FD を推進するための方策と

言えよう。ここではそれ以外の方策に着目する。 
第一に、FD プログラムの教員の参加を高めるための工夫が蓄積されていることである。

このような工夫は大学の垣根を越えて蓄積されている。その一例は、巻末資料１に記した

教員の FD プログラムの参加を高めるためのノウハウである。これは高等教育専門職組織開

発ネットワークのメーリングリストを通じて議論された工夫がまとめられたものである。

食事、時期設定、記念品、広報活動、欠席者対策、リマインダー、イベントの評判、欠席

者問題への対応などから構成される。この巻末資料はコロンビア大学のジュディス・ギバ

ー氏から受け取ったものであるが、ペンシルバニア大学のインタビューにおいても同様な

内容が確認され共有されていることが明らかにされた。 
第二に、情報提供の方法である。ペンシルバニア大学ではウェブを使った情報発信を有

効に利用している。特に新任教員、大学院生などの対象者別の情報がうまくまとめられて

いる。それらの対象者別情報は、職員証やメールアドレスの発行など教授学習センター以

外の部署のサービスも網羅されている。つまり、サービス提供側ではなく利用者側の視点

にたった情報提供が行われているといえる。 
 

図４ 教授学習センターのウェブサイト 
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６．学外ネットワークの利用 
 ペンシルバニア大学教授学習センターは、大学外のネットワークを利用している。学外

ネットワークを利用する第一義の目的は、「情報である」とロビンスセンター長は答えてい

る。 
 彼らが利用している主な学外ネットワークは２つある。一つは、「アイビー・プラス・グ

ループ」というアイビーリーグの大学を中心としたネットワークである。「アイビー・プラ

ス・グループ」に所属している大学は、ペンシルバニア大学教授学習センター以外で、ブ

ラウン大学、シカゴ大学、コロンビア大学、コーネル大学、デューク大学、ハーバード大

学、マサチューセッツ工科大学、ミシガン大学、プリンストン大学、スタンフォード大学、

エール大学の教授学習に関わるセンターである。今回の出張期間中に、ブラウン大学、コ

ロンビア大学、マサチューセッツ工科大学も訪問したが、グループ内の相互交流が確認さ

れた。 
 もう一つの学外ネットワークは、高等教育専門職組織開発ネットワーク（Professional 
and Organizational Development Network in Higher Education、以下ＰＯＤ）である。

ＰＯＤは 1975 年に設立された教授学習の改善に関わる全米で最も古い専門職組織である。

「FD や組織開発を通じた教授学習の質的向上へ向けた活動を奨励すること」をミッション

とし、会員に対してさまざまなサービスを提供している（概要は巻末資料２を参照）。ロビ

ンスセンター長は特にＰＯＤのメーリングリストのアーカイブを利用することが多いと述

べている。 
 
７．ペンシルバニア大学の FD の特徴 
 ペンシルバニア大学教授学習センターは、1999 年に設立された新設のセンターである。

また設立当時はセンター長１人の組織であり、現在においてもスタッフは２人しかいない

小さなセンターである。4,499 人の教員数の規模を考慮に入れると、教授学習センターので

きることは限られている。その少数のスタッフとしてはさまざまな FD 活動に関わっている

と言える。ペンシルバニア大学の FD の特徴は、以下のようにまとめられるであろう。 
 第一に、FD の組織化の文脈が大きく日本の大学と異なるという点である。ペンシルバニ

ア大学は私立大学であるが、教員学生比が 6：1 であり、教員の授業担当数やクラス規模に

おいて恵まれた環境にある。さらに、学生は日本円にして年間 300 万円以上の学費を支払

っており、大学が提供する授業に対する目は厳しいことが容易に想像される。また、教授

学習を支援する組織もさまざまなものがあり充実している。このような環境の中では、個々

の教員の教授法の改善の意味は日本とは大きく異なる。実際、大学の計画の中において、

FD やそれに該当する言葉は見あたらないし、教授学習センターのスタッフが２人にすぎな

いという点からも明らかである。 
 第二に、少数のスタッフであるが、戦略的なアプローチをとっていることである。新任

教員やティーチングアシスタントの研修を重視している点、集団の対応と同時に個別の対
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応をうまく取り入れている点、教育学を専門としないスタッフによるピア型のアプローチ、

学生情報の利用、ウェブサイトの効果的な利用など、ペンシルバニア大学の環境にあった

方法で大学の授業改善にアプローチしている。また、巻末資料１に示したような「教員の

FD プログラムの参加を高めるためのノウハウ」も共有されている。この戦略的アプローチ

の背景には、同様な環境にある他大学や専門職団体で蓄積されたノウハウが共有されてい

るということが指摘できよう。 
 
８．日本の大学の FD に対する示唆 
 ペンシルバニア大学の FD の事例は、日本の大学、特に名古屋大学の置かれている状況と

は異なる状況における事例であり、単純に比較したり移植したりすることはできない。し

かし、名古屋大学を含む日本の大学における FD の方向性を考える上で参考となる事例であ

るのも事実である。以下ではそのポイントをまとめることで、現時点での日本の大学の FD
に対する示唆としたい。 
 
・ 新任教員対象の FD プログラムやサービスを充実させることである。最も FD に対する

ニーズが高く、新たな環境に適応しようとする新任教員のサポートの充実が日本の大学

においても求められていると言えよう。 
・ ＴＡ対象のプログラムやサービスの導入を検討することである。このプログラムやサー

ビスは、単に彼らの現在の授業でのサポートを充実させるのみだけでなく、彼らの将来

のキャリアまで考えた設計が必要とされるであろう。 
・ 教員を集団として対応することに加えて、個別の対応の導入を検討することである。個

別の対応は一人当たりのコストは高いかもしれないが、授業改善に関するサポーターの

ネットワークを築けるという可能性がある。たとえば授業の録画サービスは比較的導入

しやすいサービスであると感じた。 
・ 学生データを教員にいかに提供するかという点も検討の余地があるだろう。学生の個人

および全体のデータを授業改善にどのように利用したらよいのかについては調査が必

要であろう。 
・ アメリカの大学で教員のプログラム参加のノウハウが蓄積されているが、日本でもこの

ようなノウハウの蓄積と共有が必要であろう。教員評価のあり方などの長期的な制度的

改革の努力に加えて、短期的に導入できる食事、時期設定、記念品、広報活動などのノ

ウハウも日本の現場に適した形で考慮するべきであろう。 
・ 情報提供の方法に関しては、ペンシルバニア大学に見られたように、サービス提供側の

視点ではなく利用者側の視点に立ち部署を越えた情報提供が必要とされるであろう。こ

れに関しては、ウェブの特性をうまく利用することがポイントになると思われる。 
・ 学外ネットワークの利用による経験やノウハウの共有の重要性は明らかにされた。ＰＯ

Ｄやアイビー・プラス・グループのようなネットワークが日本においても求められるで
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あろう。現在ある FD ネットワーク中四国などの FD 実践の情報交換ネットワークの充

実が必要とされるであろう。 
 
 
【参考文献とサイト】 
Center for Teaching and Learning (2004) A Workshop on Leading Discussions. 
Center for Teaching and Learning (2004) Strategies for Teaching. 
The College Office (2004) Teaching Handbook, University of Pennsylvania. 
Robbins, L. (2001) Self-Observation in Teaching: What to Look for, Business 

Communication Quarterly, Vol. 64, No. 1, pp.19-37 
Center for Teaching and Learning, The Websites of the Center for Teaching and 

Learning 
 http://www.ctl.sas.upenn.edu/ 
Professional and Organizational Development Network in Higher Education, The 

Websites of the Professional and Organizational Development Network in 
Higher Education 
http://www.podnetwork.org/ 

University of Pennsylvania, The Websites of the University of Pennsylvania 
 http://www.upenn.edu/ 
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２．ブラウン大学における FD 活動 
 

青山 佳代 
 
 

１． ブラウン大学の概要 
２． The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning の設立について 
３． FD を推進するためのリソースについて 
４． 日本の大学の FD 活動に対する示唆 
 
＜調査日時等＞ 
日時： 2005 年 2 月 17 日 午前 9 時 30 分～午前 11 時 
訪問先： ブラウン大学ハリエット・シェリダン教授学習センター 
      The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning,  

Brown University 
応対者： レベッカ・モア（Rebecca More） 同センター長 
調査者： 中井俊樹、青山佳代 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



  

 大学における FD を組織化ならびに推進するためには、いかなる課題があり、それをどのように

解決しているのかを探るために、アメリカの大学において現地調査を行った。筆者は、2 名の研究

分担者とともに、2005 年 2 月 15 日から 25 日にかけてアメリカ東海岸の 5 大学（マサチューセッツ

工科大学、ブラウン大学、ペンシルバニア大学、ニューヨーク大学、ならびにコロンビア大学）での

インタビュー調査を実施した。 

 本稿では、筆者が最も示唆を得たブラウン大学における FD 活動を報告する。 

 

1. ブラウン大学の概要1 

 ブラウン大学（Brown University）は 1764 年創立の、アメリカ合衆国ロードアイラン

ド州プロヴィデンスにある総合私立大学である。同大学はアイヴィー・リーグ（Ivy 
League）大学のひとつである。ブラウン大学は、ほかのアイヴィー・リーグ大学とは対照

的に、純粋な学問ならびに教育の場を提供することを目標にしているので、設立以来ビジ

ネススクールやロースクールなどを設けることをひたすら拒否し続けている。そのため、

戦後日本企業や日本政府との提携による有名になったコロンビア大学やハーバード大学と

比して、日本での知名度は低い。けれども、大学史的にみたとき、日本との関係は深い。

慶應義塾の創設者である福澤諭吉は、ジョン万次郎の勧めによって、ブラウン大学で高等

教育について学び、1868 年の同義塾設立に至ったとされる。 
 ブラウン大学は、毎年受験倍率が 12 倍以上にも達し、最難関大学の一つに数えられて

いる。その人気の理由として、カリキュラム、研究ならびに教育の質の良さが挙げられて

いる。 
 

表１ ブラウン大学の学生数一覧2                 （ブラウン大学の中庭） 

 男子 女子 合計 

学部学生 2638 3063 5701 

大学院生 829 739 1568 

医学生 138 188 326 

合計 3605 3990 7595 

 

表２ ブラウン大学における各領域別教員数3 

領域 男子 女子 合計 

人文科学 100 86 186 

生命医学 76 42 118 

自然科学 153 15 168 

社会科学 109 47 156 

合計 438 190 628 
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2.  The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning の設立について 
 The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning (以下、シェリダン・セン

ターと表記) は、1987 年に元学長の故 Harriet W. Sheridan によって、学部教育のティー

チングを発展させていくためのセンターとして設立された4。シェリダン・センターは、以

下に示す 3 点からなる、故シェリダンの遺志を継いで、ブラウン大学の教員ならびに大学

院生のティーチングをサポートする役割を持っている。 
故シェリダンの遺志は以下のとおりである。 
 
① 教授法は、大人数の学生によるラーニング（学習）を成功させるようにデザインされ

るべき 
② 教員は、さまざまな学習スタイルに内在する利点が、多様な学生を受け容れてきたブ

ラウン大学の歴史的なコミットメントの反映であることを認識すべき 
③ 教員の役割は、学生が教員によって与えられた知識に単に答えることができるような

ラーニングにするのではなく、彼らの可能性を最大限に伸ばすラーニングの方法を開

発することである。 
 さらに、上記 3 点の遺志のもと、シェリダン・センターは以下のミッションを掲げてい

る。 
 
The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning のミッション5  

（2004 年改定） 
われわれセンターは、ブラウン大学のティーチングの質を高めるためにある。われわれ

センターは、ブラウン大学のユニークで伝統のある、学習スタイルの多様性を認識するこ

と、ならびに教授法に関する豊かさを見いだすことによるティーチングにおける卓越性に

対するコミットメントのうえに存在する。ティーチングならびにラーニングに関する意見

の交換を促進するために、専門領域を超えて、教員、職員、大学院生ならびに学部生に対

して、われわれセンターではコンサルタントや共同研究を実施する。われわれセンターは、

学際的な教育的課題を解決するためのさまざまなプログラム、サービス、ならびに活動を

実施する。それに加えて、各専門領域に関する特定のニーズや可能性に応えるための、当

該領域やプログラムの手助けも行う。つまり、われわれセンターは、ブラウン大学コミュ

ニティの利益のために、ティーチングの向上をサポートするものである。 
 

 

3. FD を推進するためのリソースについて 
 ブラウン大学シェリダン・センターの活動は、以下の項目に分類される。 
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Program of the Center （プログラム） 
Teaching Forum 

Sheridan Teaching Seminar Lecture Series 

Services of the Center （サービス） 
Academic Departmental Liaison Network 

For Faculty （教員向け） 

Faculty Seminars 

Grant Consultation 

Special Services for New and Junior Faculty 

New Faculty Orientation to Teaching at Brown 

Faculty Teaching Roundtable 

Faculty Mentoring 

For Graduate Students （大学院生向け） 

New Teaching Assistant Orientation 

Sheridan Center Teaching Certificate Programs 

Graduate Student Seminars 

Brown/ Wheaton Teaching Laboratory in the Liberal Arts 

For Faculty and Graduate Students （教員・大学院生向け） 

Departmental Teaching Seminars 

Individual Teaching Consultation 

Presentation Consultation (Conference papers, interviews) 

Publications of the Center （出版物） 
Teaching Exchange 

Teaching Handbooks 

Videotape: Effective Teaching for Dyslexic/ All College Students 

Website Resources and Web Workshops 
 

上記の一覧表からも明らかなように、シェリダン・センターでは、「プログラム」、「サ

ービス」ならびに「出版活動」の 3 領域を事業の柱としている。次項では、それぞれの事

業領域について述べる。 
 
3.1  プログラムについて 
 シェリダン・センターでは、以下の 2 つのプログラムが実施されている。 
 
①Sheridan Center Teaching Forum 
 同センターでは、ティーチング・フォーラムを年 1 回開催している。同フォーラムでは、
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ブラウン大学のティーチング・コミュニティ全体を取り巻く教育的課題に関する講演やパ

ネル・ディスカッションが実施される。同フォーラムは、カレッジ・カリキュラム委員会

（College Curriculum Committee; CCC）ならびに Computing & Information Services
との共催で開催されることが多い。これまでのフォーラムの演題としては、カーネギー財

団の Dr. Lee Shulman による”The Scholarship of Teaching”、ハーバード大学の Dr. 
Howard Gardner による”Academic Disciplines”、ペース大学（Pace University）の Dr. 
Peter Seldin による”Teaching Portfolios”、学術変革センター（Center for Academic 
Transformation）の Dr. Carol Twigg による”Technology and Course Redesign”が挙げら

れる。 
 
②Sheridan Teaching Seminar 
 Sheridan Teaching Seminar とは、専門領域を超えてティーチングに関する 5 シリーズ

からなるセミナーである。同セミナーは、教員だけではなく、大学院生も受講可能である。

同セミナーの目的は教育的課題を調査し、それらを解決する方法を探ることである。 
 以下に掲げるのが、シリーズ化される 5 つのトピックである。 

- Developing a Reflective Teaching Practice  （反射的教育実践の開発） 
- Pedagogical Goals and Objectives （教育的目標ならびに目的） 
- Cognitive Diversity and Teaching  
- Grading and Evaluation （成績評価） 
- Persuasive Communication （説得的コミュニケーション） 

  
3.2  サービスについて 
 シェリダン・センターでは、「教員向け」、「大学院生向け」、ならびに「教員・大学院生

向け」の 3 対象からなるサービスを実施している。加えて、Academic Departmental 
Liaison Network というものを形成している。本項目では、まず Academic Departmental 
Liaison Network について紹介し、続いて「教員向け」、「大学院生向け」、ならびに「教員・

大学院生向け」の各サービスについて解説する。 
 
a) Academic Departmental Liaison Network について 
 ブラウン大学では、各学部にたいして、先輩教員ならびに先輩大学院生一名ずつを、シ

ェリダン･センターに対する教員連絡係ならびに、大学院連絡係として選出することになっ

ている。かれらの連絡係としての役割は、自分たちが所属する各学科の教育学的ニーズを、

シェリダン･センターと調査することである。この調査結果は、後述する “departmental 
teaching seminars”や”Micro-Teaching sessions”に反映される。シェリダン･センターと連

絡係との会合（Faculty Liaison & Graduate Student Liaison Council）は、セメスターご

とにもたれている。 
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b)-1.「教員向け」サービスについて 
*Faculty Seminar 

ブラウン大学の教員からの提案に対応するため、シェリダン･センターでは、数回の

Faculty Seminar を実施している。2004 年度の同セミナーは、以下のトピックで開催され

ている。 
-  Mid-Semester Feedback 
-  Creating Meaningful Writing Assignment 
-  Teaching Large Classes 
-  Writing Assignments – Giving Meaningful Feedback 
-  Research Grants – Crafting Educational Components 
 

*Grant Consultation 
シェリダン・センターでは、教育方法の改善や、教育工学（instructional technology）

に関する助成金の申請に関する支援を行っている。同センターは、提案された教育工学の

有効性を評価するための支援も行っている。 
 
b)-2. なかでも新任教員に対するサービスについて 
*New Faculty Orientation to Teaching at Brown 

New Faculty Orientation to Teaching at Brown は、学部長によって主催され、年度始

めに開催されている。同オリエンテーションの目的は、ブラウン大学のカリキュラムの紹

介と、教員どうしの交流を図ることである。 
 

*Faculty Teaching Roundtable 
Faculty Teaching Roundtable は、学部長によって主催され、新任教員と先輩教員が一

緒になって教員間の課題を確認するものである。このラウンドテーブルには、以下のトピ

ックが含まれている。 
- Scholarship of Teaching 
- Grading Problems and Challenges 
- Mid-Semester Feedback 
- Teaching Graduate Students 
- Balancing Teaching and Research 
 

*Faculty Mentoring Program 
ブラウン大学では、新任教員ならびに若手教員に対して、メンターを紹介することを奨

励している。シェリダン・センターでは 4 人の先輩教員が Faculty Fellow として所属して
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いる。Faculty Fellow はブラウン大学にあす 4 専門領域から 1 人ずつ選出されている。ア

ドバイスを与えるため、Faculty Fellow は、Faculty Teaching Roundtable に参画し、テ

ィーチングの課題に対して助言を行う。さらに、Faculty Fellow は、個人的なティーチン

グに関するカウンセリング（Individual Teaching Consultation）のトレーニングも受け

ている。 
シェリダン・センターは年間を通じて、新任もしくは若手教員が、先輩教員とインフォ

ーマルに出会う場所を提供している。 
 

c) 「大学院生向け」サービスについて 
*New Teaching Assistant Orientation 
  大学院からの支援のもとに、シェリダン・センターは、年度はじめに、初めてティーチ

ング・アシスタントとなる大学院生を対象としたオリエンテーションを実施している。同

オリエンテーションは、新任ティーチング・アシスタントが、先輩ティーチング・アシス

タントならびに教員とともに、ティーチング・アシスタントとしての課題についてディス

カッションする機会となっている。 
 
*Graduate Student Seminars 
 シェリダン・センターでは、大学院生を対象としたセミナーを実施している。 
 2005 年度のセミナータイトルは、 
 - The Brown-Wheaton Teaching Laboratory in the Liberal Arts6 
  - Teaching Preparation for Summer Studies 
  - Writing Assignments – Giving Meaningful Feedback 
  - Summers Studies Proposal Workshop 

- Teaching in a Liberal Arts College 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（シェリダン・センターの全景） 
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*The Sheridan Center Teaching Certificate Programs 
 The Sheridan Center Teaching Certificate Programsは I から IIIの 3 部構成からなり、

厳しさを増す大学教員職獲得のなかで、ティーチングに重点を置く大学が増えてきている

ことを背景として、開設されたプログラムである。ブラウン大学の大学院生が大学教員と

なったとき、研究能力はもとより、教育能力も高いものであることを保証するものである。 
 
 
Teaching Certificate Program I 

Teaching Certificate Program I は、ティーチングの経験のない大学院生を対象とした

ものである。同プログラムは、大学院生がティーチングのキャリアのなかで直面する基本

的な課題を克服できるよう、構成されている。同プログラムには、以下の 4 項目が必須条

件となる。 
(i) シェリダン・ティーチング・セミナーならびにワークショップへの出席 

     同セミナー（前述）は、5 回からなり、それぞれに関連のあるワークショップが開

催される。Teaching Certificate Program I を修了するためには、4 つの同トピック

のセミナーならびにワークショップへ出席しなくてはならない。 
 

(ii) 専門領域別ティーチング・ワンポイント・レッスン（Micro-Teaching Session）へ

の参加 
      Micro-Teaching Session では、参加者は 5 分という時間を使って、模擬授業をし、

そののち、その授業に対するフィードバックをもらう。このレッスンは、専門領域

ごとでグループがつくられる。このレッスンによって、参加者は、他人の教授法を

見ることができ、さらにはティーチングの手法を観察し、さらには評価できる機会

が与えられる。同レッスンは、前述の Faculty Liaison & Graduate Student Liaison
によって組織され、すくなくとも各専門領域から１名、ならびにシェリダン・セン

ターのスタッフが出席しなくてはならないことになっている。 
 

(iii)  個人的なティーチングに関するカウンセリング 
（Individual Teaching Consultation: ITC）の受講 

   ITC は、トレーニングを受けたカウンセラーが、授業、ゼミ、実験などをビデオ

に収録しながら観察し、教授方法や理論に対してフィードバックを与えるものであ

る。カウンセリングを希望する者は、収録 2 週間前に、どこを見て欲しいかのリク

エストを提出しなければならない（リクエスト・フォームは、シェリダン・センタ

ーのウェブページから入手できる）。なお、収録したビデオテープは、被観察者が
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保管することができる。 
 

(iv) 形式に沿った評価結果の提出 
        シェリダン・センターは、フィードバックの仕組みを完成させることが、ティー

チングにおける成功の要という信条をもっているので、すべての Teaching 
Certificate Program I 受講生は、年度末に評価を受けなければならない。評価シ

ートに必要事項の記入することが、Teaching Certificate Program I の最終課題と

なる。 
 
Teaching Certificate Program II 

Teaching Certificate Program II は、Teaching Certificate I Program を履修済みのもの

が参加することができる。Teaching Certificate Program II では、教員が多様な学生をひきつ

けることができるような、さまざまな授業で使う道具（teaching tool）の使い方を学ぶ。このプログラ

ムでは、下記のトピックを扱ったセッションが組まれている。 
- Assessment Tools 
- Teaching with Artifacts 
- Course Websites and Online Discussion Boards 
- Multimedia Presentations 
- Communication Tools 

同プログラムは、上記 5 セッションすべてへの参加と、それぞれのセッションで課さ 
れる課題の提出によって修了となる。 
 
Teaching Certificate Program III 

The Sheridan Center Teaching Certificate Program IIIは、”Professional Development 
Seminar for Advanced Graduate Students”とも呼ばれている。同プログラムでは、「ブラ

ウン大学を離れ、大学教員としての一歩を踏み出すために、Ongoing な Professional 
Development は重要である」との認識から、ティーチング・ポートフォリオの作成方法を

学ぶことができる。このプログラムは、大学院修了 2 年前から受講可能となっている。同

プログラムで扱われるセッションの内容は、下記のとおりであり、7 回に分けて実施され

る。 
-Teaching Portfolio (自らの教育信念の書き方や、シラバスの書き方など) 
-Other Critical Aspects of their Professional Development (履歴書の準備、カバ  ーレタ

ーの書き方、面接の受け方) である。 
つまり、大学教員としての就職準備の支援、なかでも大学教員としての教育活動の支援 

を行うプログラムとなっている。 
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d) 「教員・学生向け」プログラム 
* Departmental Teaching Seminars 

 シェリダン・センターでは、同じ専門領域の教員とティーチング･アシスタントに対して、

意見交換ができるセミナーを提供している。このセミナーは、専門領域のニーズに応じて、

夏休みを利用した一日プログラム、週一回プログラム、月一回プログラムのアレンジを行

っている。また、同センターでは、リクエストに応じて、関連資料の準備や助手の派遣も

実施している。 
 
* Individual Teaching Consultation 

 The Sheridan Center Teaching Certificate I Program にあるものと、同様の内容で、

この Individual Teaching Consultation (ITC)は、教員も活用することができる。プロセ

スは、実践を重視したコンセプトと、「批判的友人（critical friends）」の開発を基本とし

ている。なお、コンサルタントは、ブラウン大学の教員で、学生のティーチングと建設的

な教育的意見交換に対して、積極的な関わりのできる人材が登用されている。 
 
*Presentation Consultation 
  Presentation Consultation は、教員、大学院生、ならびに学部学生を対象として、プレ

ゼンテーションに対する支援である。学会発表、論文審査、ならびに奨学金獲得のための

面接に対応するためのフィードバックを与えている。シェリダン・センターの Faculty 
Fellow が対応する。 
 
3.3  出版物について 
 シェリダン･センターでは、下記の 3 つの出版物を発行している。 
(a) The Sheridan Center Teaching Exchange 

Teaching Exchange は、年 2 回発行されている。同誌には、ブラウン大学のティーチ

ングに関する実践的な論文が掲載されている。最近のトピックには、以下のものがあ

る。 
- Developing a Reflective Teaching Practice 
- Faculty and Graduate Student Mentoring 
- Interdisciplinary Teaching 
- Grading Rubrics 

(b) The Sheridan Center Teaching Handbooks 
シェリダン・センターでは、7 つの Teaching Handbooks を発行している。これらは、

ブラウン大学の教員ならびに大学院生を対象に配布している。これらは、ブラウン大

学における、さまざまな教育的課題についての基本的情報源を目的として発行されて

いる。これらハンドブックはウェブからも入手可能である。 
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これまで発行された Teaching Handbook のタイトルは、以下のものである。 
- Teaching to Variation in Learning 
- Teaching and Persuasive Communication 
- Class Presentation Skills 
- Teaching at Brown 
- Instructional Assessment in Higher Education 
- Constructing A Syllabus 
- The Teaching Portfolio 
 

(c) Website Resources and Web Workshops 
(http://www.brown.edu/sheridan_center) 

   シェリダン・センターのウェブサイト（添付資料参照）は、センターが実施しているサ

ービスを受けやすい仕様になっている。たとえば、オンラインで入手可能なリソースはす

べて公開しているし、センターが開設している 2 つのオンラインワークショップにも参加

可能となっている。 
オンラインワークショップは、センタースタッフとの対話型であり、「シラバスの作成法」

と「さまざまなティーチング手法」についてのサービスを受けることができる。 
 サービスを受けたいものが、オンラインで質問（もしくは実際のシラバスを提出）する

と、センタースタッフが、コメントを送信するという仕組みになっている。 
 
４．  日本の大学の FD 活動に対する示唆 

シェリダン・センターでのインタビューを終えて、FD を組織化ならびに推進するため

のキーワードは何かを改めて考えてみた。 
 シェリダン・センターのスタッフは、”administrative support（事務の支援）”, ”timing
（適時性）”, “peer-observation（個別観察）”, そして”FOOD（食べ物）”が FD を組織化

ならびに推進するためのキーワードであると言っていた。 
 これらキーワードが、シェリドン・センターの FD 活動にどのように反映されているかを

みてみると、実際に、ブラウン大学は、事務のサポートがしっかりしているとのことであ

った。 
次に、適時性についてみても、シェリダン・センターでは年間 56 回の FD を開催して

いるのであるが、FD 開催の時間帯にその特色がある。同センターでは、FD を正午から午

後 1 時といったお昼休みの時間帯、もしくは、午後 4 時以降といった夕方の時間帯で実施

している。加えて、お昼休みの開催であれば、「ランチは持参で。でも、ケーキとジュース

がでますよ」という知らせがあり、また夕方以降の時間帯であれば、FD の後に必ず懇親

会が開かれている。この開催時間について、シェリダン・センターのスタッフは”Refreshing, 
no stress pressure is good.”と言っていた。それに、各教員が授業を休講にしなくても参
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加できる。さらに、これはアメリカ文化なのかもしれないが、食べ物の影響も大きいよう

である。食事をしながら、ブラウン大学のティーチングについて語る。さらにはそこで仲

間を作る。これも、FD 推進の要といえるのではないか。 
加えて重要といえるのが、個別観察である。ブラウン大学の FD は講義（セミナー）形

式のマス（集団）型ものもあるが、ITC [Individual Teaching Consultation]というシステ

ムがもうけられていることである。1 対 1 の関係を作ることによって、その関係が”critical 
friends”となる過程を狙っている。これはとても印象深かった。たしかに、自分のティー

チングを大勢の前見せるのは勇気のいることである。けれども、1 対 1 の関係であれば、

相談しやすいのではないだろうか。今後、日本の大学も、マス形式から個別形式へといっ

た FD のあり方を探ってみることもやるべきなのかもしれない。 
 

                                                 
【注】 
 
1 フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』http://ja.wikipedia.org/wiki/ブラウン

大学 (2005/03/01) 
2 http://www.brown.edu/web.shtml (2005/03/01) 
3 http://www.brown.edu/web.shtml (2005/03/01) 
4 1987 年の設立当初は、Center for the Advancement of College Teaching (CACT)と呼称

されていたが、1997 年に設置者であるシェリダンを記念して、The Harriet W. Sheridan 
Center for Teaching and Learning と改名された。（The Harriet W. Sheridan Center for 
Teaching and Learning, Resources for the Brown Teaching Community, 2004, p.12.） 
5 http://www.brown.edu/Administration/Sheridan_Center/index.html （2005/03/03） 
6 The Brown/ Wheaton Teaching Laboratory in the Liberal Arts (TLLA)は、ブラウン大

学の大学院生が、ウィートン（Wheaton）カレッジで教育する機会を与えるプログラムで

ある。ブラウン大学の大学院生は、Visiting Instructor や Intern として活動する。詳細は、

http://www.wheatoncollege.edu/clc/lab.html 
 
 
【参考文献とサイト】 
 
Brown University 
  http://www.brown.edu/ 
The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning (2004), A Brief Guide to 

the Teaching Certificate Programs. 
The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning (2004), Resources for the 

Brown Teaching Community. 
The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning 
 http://www.brown.edu/sheridan_center/ 
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３．ニューヨーク大学の FD 活動 
―ケン・ベインのリーダシップに支えられた FD 活動－ 

 
            池田 輝政・神保（近藤）啓子 

 
 
１．はじめに 
２．ニューヨーク大学 
３．CTE（教育革新センター）とケン・ベイン 
４．日本の大学の FD に対する示唆 
 
 
＜調査日時等＞ 
日時：2005 年２月 22 日 
訪問先：ニューヨーク大学教育革新センター 

CTE (Center for Teaching Excellence), New York University 
応対者：ケン・ベイン (Ken Bain) 
    教育革新センター・センター長 
調査者：池田輝政、中井俊樹、青山佳代 
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１．はじめに 
2005 年 2 月 22 日にニューヨーク大学の教育革新センター（CTE, Center for Teaching 

Excellence）を訪問した。今回の CTE 訪問は、名古屋大学高等教育研究センターの中井俊

樹氏と青山佳代氏と共同で行った。 
ニューヨーク市マンハッタン島ダウンタウンに所在するニューヨーク大学は、３年前の

2003 年に CTE を創設した。マーサー街に面した建物の 3 階にある CTE には、バンデビ

ルト大学とノースウエスタン大学での FD 組織化の実績をもつケン・ベイン（Ken Bain）
が初代センター長として迎えられた。 
当センターの訪問は、ケン・ベイン氏の多忙さもあって、2 時間程度のヒヤリングで終

わらざるをえなかった。そのため、FD 実践の具体例については臨場感をもってここで触

れることはできないが、以下では、ヒヤリングの内容と収集した資料に基づき、CTE の現

況の全体像についてできるだけ明らかにしてみよう。 
 

２．ニューヨーク大学 
合衆国第三代大統領トーマス・ジェファソンのもとで財務省長官を務めたアルバート・

ギャラチン(Albert Gallatin)が創設者となり、ニューヨーク大学は 1831 年に創設された。

宗教、民族、社会階層の違いを問わずに学べる高等教育機会を提供するという当時の理念

が、ニューヨーク大学の最初の遺伝子として語り継がれている。 
158 名の小規模な大学から出発して、いまや米国内でも指折りの大規模私立大学である。

そのプロフィールは、14 の学部・大学院のなかに、パートタイム学生を含めると 4 万人近

くがさまざまな学位コースで学び（表１）、20 ヵ国を超える多様な留学生が集い、常勤・

非常勤を含む 16,000 名の職員が働き、そのうちの 3,100 名が専任教員として教える大学

である。 
キャンパスはニューヨーク市のダウンタウンに位置するグリニッチ・ビレッジのワシン

トン地区キャンパスを中心に、市内に点在する５つの地区キャンパスからなる。ストリー

トに面する建物群からなるヨーロッパ型の典型的な都市型大学であり、ニューヨーク市の

ど真ん中にあるために建物内の治安にも敏感で、建物ごとに入構には外来者のみならず学

生・職員についても常にチェック体制が敷かれている。 
 

表１ 学位別就学者数：2004 年秋学期（http://www.nyu.edu/ir/factbook/） 
 
 
 
 
 
 

Enrollment by Degree Level  
  Number  Percent 

①Undergraduate               20,212   51.3% 
②Graduate (Masters,    

Doctoral, Advanced Certificates) 
15,884   40.3% 

③First Professional (DDS, JD, MD) 3,312   8.4% 

Total 39,408   100.0% 
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３．ＣＴＥ（教育革新センター）とケン・ベイン 

 
3.1 ケン・ベインの CTE 
センター長のケン・ベインは当大学の米国外交史の教授でもある。そして、教授活動の

革新をテーマにした、いわばベスト・ティーチャー研究の第一人者として全米で認められ

た存在でもある。 
FD にかかわる彼の職歴・研究歴をひもとくと、ベスト・ティーチャー研究は 1986 年の

バンデビルト大学文理学部教育センター長に就任したときから本格的に始められた。 
1992 年にはノースウエスタン大学に移り、シアール教育革新センター（Searle Center 

for Teaching Excellence）のセンター長として、ベスト・ティーチャーのグッド・プラク

ティスに学ぶ定性的研究の方法を確立した。そして 1996 年には、その成果に関する国際

学会を全国規模で開始し、以後、彼の FD 研究法と成果は全米およびオーストラリアにお

いて注目されるようになった。 
このように、ケン・ベインへの高い評価を知るにつれ、CTE のこれからは、彼のリーダ

シップによって形づくられ、独自性の種子がまかれ、数年後には他大学に注目される成果

となって現れる、という予想が可能である。その意味では、「ケン・ベインの CTE」とし

て、彼のリーダシップやその活動と展開に今後も引き続き関心を払う価値はあるように思

われる。 
CTE に寄せられる大学の期待は、CTE 自らがニューズレターで繰り返し引用するニュ

ーヨーク大学長ジョン・セクストン（John Sexton）の以下の発言からも確認できる。 
「ニューヨーク大学は教育を大事にしてきた歴史をもつ点ですぐれた研究大学である。

わが大学は、研究と教育の分離を唱える人々とは一線を画してきた歴史をもつ。歴史をみ

れば、創造的な研究は知的刺激に富む教育なしにはありえない。新設の CTE に期待する

ことは、ニューヨーク大学の教育中心の実現をになう一翼となることである」。 
ニューヨーク大学の教育中心の歴史とは、例えば、教養教育プログラムを語る際に、体

系的な知識を伝えることよりは、むしろ変化する世界を理解する方法論や実用知に重きを

おくというフレーズを大事に語る姿勢にも反映されている。実際、大学院にも経営、法、

医、歯、社会福祉、教育、映像、観光など専門職分野がずらりと並ぶ。 
この学長発言は、CTE の組織設計をたくしたセンター長ケン・ベインに向けた応援演説

であることに間違いはないと思われるが、もう一つの意味として、専門職レベルの実学教

育に寄与する FD の組織化の方向づけを CTE 関係者に確認させているようにも思われる。 
 

3.2 CTE の組織 
CTE にはセンター長を支える専任スタッフが４名いる。その構成は TA プログラム担当

センター長補佐、FD 担当上級コンサルタント、コーディネーター（企画調整担当者）、事
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務職員からなる。 
今回の訪問では、専任スタッフに会って交流する機会がなかったので、いま一つ具体的

な活動状況が見えなかった。そのせいか、ＣＴＥの内部環境を見た限りでは、果たして学

長からどの程度実質的なバックアップをしてもらっているのか、やや疑問を感じたことを

覚えている。しかし、この点については漠然とした印象のレベルでしかない。 
専任スタッフ以外には、10 名程度の学内協力職員コンサルタント（part-time 

consultants）、15 名程度の学内教授協力グループ（senior faculty group）、少数の大学院

生、ビデオ制作者など非常勤ベースのスタッフがセンター活動に関与している。 
 
3.3  CTE の FD 活動の全体像 

2004 年 9 月現在における当センターFD 活動の全体像は、（１）教員個人に対する研修

サービス、（２）教員・TA 集団に対する研修プログラム、及び（３）研究およびリソース

（教材・情報環境）によるサポート、（４）学部・学科等との協同プロジェクトによるサポ

ート、に整理して紹介する。 
 

（１）教員・ＴＡ個人に対する研修サービス 
学期末の学生アンケート評価の向上のために情報フィードバックを欲する個人や、次学

期の授業計画のために改善ポイントを確認したい個人のために、フィードバック手法によ

る個別支援サービス（Individual Assistance）が提供されている。 
こうした個別サービスは、教員の昇進や身分保障（テニュア）の基本要件として教授能

力を新たに追加した当大学の方針も背景にあって、毎年、多くの教員から利用されている

といわれている。しかしそれを裏づける資料や数値については公表されていない。 
フィードバック・サービスの申し込みはウェッブ上（進行中の授業に対するサービスの

場合は http://www.nyu.edu/cte/observe.html、授業全体に対するサービスの場合は

http://www.nyu.edu/cte/course.html）で受付が行われ、個人のプライバシーに配慮がなさ

れている。 
サービスを受ける個人は、センターの教室や会議室を使って、模擬授業を試みたり、コ

ンサルティングを受けたり、ビデオで自分の授業を見直すことができる。ビデオ収録の場

合は、授業を撮り終えたらその場ですぐにビデオを手渡す体制が敷かれている。 
フィードバック手法では、下記に示す①～④の方法によって個人の多様なニーズに応じ

た情報支援を行う。具体的には、個人の授業をビデオ撮影や参与観察や受講生調査などの

方法を使って情報収集し、それを当該個人のみに還元して自発的な活用を促すことになる。

関連のサービスとして、個人が望めば、教授技法などに関する文献情報の推薦、センター

スタッフとのアイデア交換、特定の問題点についての解決策の示唆、などコンサルティン

グも受けることができる。 
   ①授業のビデオ収録支援 
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（Videotaping of Classes） 
   ②授業観察によるフィードバック支援 

（Observation of Classes and Consultative Feedback） 
   ③受講生小グループ分析によるフィードバック支援 

（Small Group Analysis） 
④コース分析プロジェクトによる授業研究支援 
（Course Analysis Project） 

 
（２）教員・TA 集団に対する研修プログラム 
集団を単位としたセンター独自の研修プログラムの開発と提供の方法論は、教員及びTA

の間に対話の機会を促進する方法、すなわち、以下のような考え方に立つ対話促進法

（Promoting a Conversation）である。 
「高度な頭脳労働としてのティーチングは、以下の 4 つの問いについてわれわれが対話

することから始まる。一つは、それぞれの学問で学ぶ意味とは？二つは、その学びをうま

く育てるには？三つは、その学びの性質と成果を把握するには？そして最後に、学びに対

するわれわれの寄与を測定するには？である。最初の問いはそれぞれの学問分野で異なる

が、残りの３つの問いは学習の科学にかかわるさまざまな学問分野から解答を得ることに

なる。したがって、当センターでは、授業に対する科学的な分析に従事でき、教授・学習

の研究成果から役に立つアイデアが見つけられるように、教授団の対話を促進していきた

い」。 
当センターでは、上記のような対話促進法を展開するための手段として、学科・学部・

全 学 の 各 レ ベ ル に お い て セ ミ ナ ー 及 び ワ ー ク シ ョ ッ プ （ 日 程 の 詳 細 は 、

http://www.nyu.edu/cte を参照）が開催されている。 
全学レベルについては、最近のプログラムの具体例を以下の表２にまとめてみたが、そ

れは (1)ティーチング・ワークショップ（University Teaching Workshops）と、(2)ニュ

ーヨーク大学の著名な教師とラーニングについて語り合う連続セミナー（The Faculty 
Series on University Learning, FSOUL）、の二つに分けた企画となっている。 

例えば、2004 年秋学期の 9 月 10 日（金）に開催された 1 日ワークショップ「ティーチ

ングの基本」では、①コース及びシラバスのデザイン法、②授業でのよい学習環境のつく

り方、③課題や授業外の学習環境のつくり方、④学習内容の評価法、にわたる最近の理論

と実践が学べる。参加者限定で対象者は教員及び院生である。昼食は無料で提供される。 
またセンター長のケン・ベインが自ら著した“What the Best College Teachers Do, 

Harvard University Press, 2004”のベスト・ティーチャー研究の知見も、2005 年 3 月

30 日（水）のワークショップで学ぶことができる。 
学部・学科レベルのワークショップについては、①「ティーチング・ポートフォリオ入

門（Introduction to Teaching Portfolios）」(2004 年 9 月 23 日木曜 13-15 時)が文理大学院
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との協同研修プログラムとして企画されている。それから大学院生限定であるが、②「テ

ィーチングとラーニングを語る（Statement on Teaching and Learning）」(2004 年 9 月 4
日木曜 12-14 時)のショート・プログラムも提供されている。 

 
表２ 全学レベルの研修プログラム例 

 
(1)University Teaching Workshops 

FALL 2004 SEMESTER  

①Teaching 1 Oh! 1: Fundamentals  
Friday, September 10, 2004: 10 am - 4 pm  

②Teaching Large Classes Well  
Tuesday, October 5, 2004: 12-2 pm  

③Fostering Great Discussions  
Wednesday, October 13, 2004: 12-2 pm  

SPRING 2005 SEMESTER  
①Problem-Based Learning  
Wednesday, March 9, 2005: 12-2 pm  

②What the Best College Teachers Do  
Wednesday, March 30, 2005: 12-2 pm  

 
③Teaching and Technology 1Oh!1  
Monday-Wednesday, May 23, 24, 25, 2005: 10 am - 4:45 pm  

(2)The Faculty Series on University Learning（FSOUL） 
Topic: How to Stimulate and Lead Wonderful Discussions. 
March 10, 2005: 12:30-1:30PM  
GEORGE SHULMAN, Associate Professor of Individualized Study,  
Gallatin School of Individualized Study,and 2003 Distinguished Teaching Award 
Medalist    
Topic: How to Motivate Students to Achieve Deep Learning  
April 5, 2005: 12:30-1:30PM 
LYNNE KIORPES, Professor of Neural Science and Psychology,  
Director of Graduate Studies at the Center for Neural Science, and   
2003 Distinguished Teaching Award Medalist 
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（３）研究およびリソース（教材・情報環境）によるサポート 
 スタッフの研究活動およびそれに関連するリソース（教材・情報環境）の開発・作成を、

FD 活動のサポート・ツールとして使っていくことも重要である。 
CTE での研究活動は、①「ティーチングに関する研究プロジェクトの支援」（Research-based 

Teaching Initiative）、②「全米科学財団の関連出版物の調査」（How People Learn）、③「ベ

スト・ティーチャー研究」（What the Best Teachers Do）、④「カーネギ教育振興財団のテ

ィーチング研究プロジェクト調査」（The Scholarship of Teaching）、⑤「アクティブ・ラ

ーニング環境の調査」（Natural Critical Learning Environments）、という調査研究のテーマ

で現在は展開されている。 

 こうした研究活動と密接に関連しているリソース（教材・情報環境）については、①ウ

ェッブ上で閲覧できるリスト一覧やリンク集（http://www.nyu.edu/cte）、②印刷物のニュ

ーズレター（CLASS ACT というタイトルのパンフレット）、そして③CTE 蒐集の蔵書・ビデ

オ、などを準備・提供して教師や院生個人あるいはグループ、全学・学部・学科のレベル

に対して便宜を供与している。 

 
（４）学部・学科等との協同プロジェクトによるサポート 
 センター独自が開発し提供するプログラム活動以外に、ニューヨーク大学内の他の組織

やグループと協同するプロジェクト的あるいはコンサルティング的なサポート活動がある。

それらには、①特定の院生グループに対して文理大学院が提供する「高等教育の教授・学

習に関する 2 年集中の認定プログラム」（Teaching Certificate Programs）への研究協力、

②歯学部臨床教員に対する「認定プログラム」（a certificate program）の開発協力、③ニ

ューヨーク大学の最大規模クラスを担当する教員への情報フィードバックのサービス

（Big Class Project）,④大学の教授・学習に関する基盤的な環境やツールの設計や開発へ

の協力（Support for Institutional Efforts to Improve Teaching）、といった内容が挙げら

れる。 
 
４．日本の大学の FD に対する示唆 
 CTE の FD 活動は以上見てきたように大変幅広い。その広がりはセンター長のケン・ベ

インのティーチングに関する見識と、その背後にある人文学的リーダシップから生じるも

のであろう。訪問時の柔らかで温厚な人柄のなかには、ティーチングの卓越さを追求する

彼の情熱を感じるまでには至らなかったが、今回のまとめを行うなかで、それは徐々に変

化せざるをえなかった。 
ティーチングを語る彼の哲学と FD への覚悟を如実に表すものとして、以下には 5 つの

センター目標を翻訳しておくことにする。まことに熱き語りである。 
①学びの大学（the learning university）をサポートする。そこでは、教師の学び（研

究）と学生の学び（教育）が相互に利益をもたらす。 
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②学生の学びを育むために行われるすべてをティーチングと考えよう。そして、高い志

の学びを奨励し促すことをティーチングの卓越さと考えよう。 
③良きティーチングを増やしていこう。それはニューヨーク大学の確かな伝統であった

し、普遍性のある現実でもある。 
④ティーチングの卓越さをもっと容易に、もっと体系的に、そして特別なことではない

ものにしよう。ただし、最良のティーチングの実現には常にハードワークが必要であ

ることを認識しておこう。 
⑤コースをつくりさまざまな学習経験をすることは貴重かつ重要な知的営為－学問の一

種－であると考えよう。そしてそうした知的営為が尊敬と報酬に値するものであるこ

とをかちとろう。 
 
 
【参考資料】 
Center for Teaching Excellence, CLASS ACT: Activities and Services September 2004, 
New York University. 
Center for Teaching Excellence, CLASS ACT : What Do the Best Teachers Do ?, New 
York University. 
Ken Bain (2004), “What Makes Great Teachers Great ?” , The Chronicle Review, April 
9, pp.1-6. 
Ken Bain (2004), What the Best College Teachers Do, Harvard University Press. 
Peter Filence (2005), The Joy of Teaching, The University North Carolina Press. 
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４．シドニー大学における FD 活動 
 

                              夏目 達也 
 
１．シドニー大学の概要 
２．シドニー大学教授・学習研究所について：同大学における位置づけ 
３．FD に関する基本方針 
４．FD の実施状況 
５．FD プログラム 
６．FD マニュアル 
７．FD に関する課題 
８．その他 
９．その他の調査項目 
１０．日本の大学の FD に対する示唆 
 
資料１．シドニー大学 教育学習プラン 2004-2006 
資料２．シドニー大学教員の昇進基準 
資料３．シドニー大学 教育改善基金の評価基準と配点 
 
 
＜調査日時等＞ 
日 時：2005 年１月 10 日（月）午前 10 時半～12 時半 
訪問先：シドニー大学 教授・学習研究所 
    Institute for Teaching and Learning, The University of Sydney 
応対者：マイケル・プロッサー (Michael Prosser) 

 同研究所 所長 
キム・マクシェーン   (Kim McShane) 

  同研究所 講師 
調査者：夏目達也、近田政博、井手弘人 
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１．シドニー大学の概要 
 シドニー大学は 1850 年の創立で 150 年以上の歴史をもつ、オーストラリア最古の大学

であり、オーストラリアを代表する研究大学である。 
  学生総数は４万 6,200 人（学士課程 16,563 人、大学院 29,637 人、留学生が全体の約 17％、

約 7,000 人）、フルタイムの教職員 6,056 人（教員 2,547 人、職員 3,509 人）という規模

である。卒業生には各界の著名人が多く、ハワード現首相もシドニー大学の出身である。 
 研究大学として積極的な活動を展開している。国内８大学で構成する研究大学グループ

や、AC21（アジア、アメリカ合衆国、ヨーロッパ地域の教育・研究機関・産業組織による

国際ネットワーク）などの中心的メンバーになっている。連邦政府からの研究資金面では、

たとえばオーストラリア研究審議会の研究補助金では全豪でトップの 13％、全国保健・医

学研究審議会の研究補助金でもトップの 15％を得ている。また、学士院の会員を務める教

員が 100 名以上。王立学士院（Royal Society）の会員も３名抱えている。 
 
２．シドニー大学教授・学習研究所について：同大学における位置づけ 
 シドニー大学の教育改善のための研究と実践を中心的役割を担っているのは、シドニー

大学の教授・学習研究所（Institute for Teaching and Learning、以下、ITL と略）であ

る。 
ITL は機構的には教授・学習担当学長補佐（Provost Vice-chanceller）と教育・研究評議

会（Academic Board）の下に置かれている（シドニー大学には、学長（Vice-chanceller）、

副学長（Deputy VC）、学長補佐（Provost. V.C.）が置かれている）。ITL の活動報告は、

学長補佐と教育・研究評議会の両方に対して行う（PVC と教育・研究評議会は、ともに理

事会（Senate）の下に位置する）。 
 ITL は学部等には属しておらず、教育学部からも独立している（この点、メルボルン大

学の高等教育研究センター（CSHE）が教育学部付属施設であることと対照的である）。

同学部とは良好な関係を維持している。FD 研修では修了者に修了証（certificate）や学位

（diploma）を授与しているが、ITL はマスター等の学位の授与権をもたないため、教育

学部が授与している。ITL は FD 研修のプログラムの開発・実施に関して、教育学部と連

携している。 
 ITL は同大学の戦略プランおよび各学部の教授・学習計画における教授・学習関連分野

の目的・目標の達成に向けて、学内の各組織および教職員をサポートする使命を負ってい

る。以下のミッションを掲げている。「ITL は教育の質および学生の学習経験と成果の質

を高めたり、確保することを援助するために、大学のコミュニティとともに働く。」 
 ミッションを遂行するために、中期計画を定めているが、この計画は大学の戦略プラン

や各学部の教授・学習計画の分析結果、全学の教育・研究評議会による各学部の計画の分

析結果、さらには学長補佐や教育・研究評議会等の学内関連組織の責任者との議論等をふ

まえて策定される。2001-2003 年の計画のうち、主なものは以下のとおりである。 
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 ・他の研究大学の実践例やそこで用いられた方法を参考にしつつ、初年次の諸経験・進  

歩・進級等の状況を改善すること。 
 ・学士課程および大学院の各コースにおける学生の経験や卒業後の進路等に関する質保  

証のデータを収集、分析、普及すること。 
 ・各種学生調査の結果および教授活動の成果指標を含む質保証のプロセスの結果をより  

よいものに改善すること。 
 ・大学が全学的にサポートする学習支援ソフトウェア（WebCT）の導入を支援するこ  

と。スタッフ・カリキュラムディベロップメント活動、関連プロジェクトにおける IT  

の開発・実施を通じて行う。 
 ・教授・学習の領域におけるアカデミックスタッフ・ディベロップメントを実施するこ  

と。 
 ・研究活動とリンクした教授活動をさらに促進すること。 
 ・上記の教授・学習関連の諸活動についての政策立案等に関して、全学をサポートする  

こと。 
 ・ITL の研究活動を発展させること。 
 ITL は年度計画やそれに基づく各種プロジェクトを学外に対しても積極的に公表し、そ

の質を常に検証し高めるように努めている。 
 所長を務めるのはマイケル・プロッサー助教授であり、今回の調査では同助教授からお

話を伺った。 
 
３．FD に関する基本方針 
＜シドニー大学における FD 活動の位置づけ＞ 
 シドニー大学における FD に関する基本方針は、中期計画に盛り込まれている。シドニ

ー大学は、1999 年頃から全学の運営方針を大きく変更している。現在のミッションステー

トメントの冒頭に教授・学習活動を掲げるなど、教授・学習活動重視の方針を鮮明にして

いる。学生の学習をいかに促進するか、その質をいかに高めるかを重視しており、それと

の関係で、教授活動にも力を入れている。 
 1999 年に、教授・学習担当の学長補佐（PVC）が置かれた。任期は５年。学士課程の教

授・学習活動が全学のストラテジック・プランに位置づけられ、各学部が教授・学習活動

を重視するような仕組みが出来上がった。 
 このような運営方針の変化の背景には、様々な事情がある。大きくは、政府の高等教育

に対する基本方針ともいうべきものがある。オーストラリアにとって高等教育は、第４の

輸出額を占める重要産業になっている。そのため、留学生の維持・拡大を図る観点から、

政府は高等教育の質の向上を重視している。大学にとっても、留学生の存在は無視できな

い存在になっている。 
 財政問題も大きな問題である。大学の財源のうち、連邦政府からの補助金は全体の半分
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程度を占めるに過ぎない。残りの半分は学生の授業料や各種補助金、企業との連携等で獲

得しなければならない。そのため、より多くの学生を集めること、そのために教育の質を

高めることが必要であり、学生中心の考え方の重要性に対する理解が全学的に広がり、従

来の教員中心の考え方からの転換が次第に進みつつある。 
 
４．FD の実施状況 
4.1 教育活動の重要性や FD の意義等は学内教員に理解されているか。 
 全学のストラテジック・プランに FD が位置づけられており、後述のように、財政的な

誘導や昇進における教育活動の評価等の仕組み、および多様な研修プログラムの提供等に

より、FD の意義は学内教員に理解されていると思われる。 
 ストラテジック・プランに位置づけられる前の ITL が実施していた研修プログラムは、

あまり効果がなかったため、全面的見直しを行った。見直しの一つとして、教員中心の考

え方に立つ教授活動よりも、学生の学習活動を重視するようになった。 
 
4.2 理解を促すうえでの課題やそのための工夫とはどのようなものか。他大学との対比 

でどのような特徴を有するのか。特徴を出すための工夫や、特徴的方法で実施するに至 

った背景・理由 
１）教授・学習、FD 活動に対する促進方策、インセンティブ＝財政的誘導 
 教授・学習活動の質向上のための取組に対する教員のインセンティブを促すような多様

なシステムを設けている。その一つは、2001 年導入されたパフォーマンス・ベースド・フ

ァンディングである。パフォーマンスに応じて資金配分をするものである。具体的には、

全学から各学部に配分される資金のうちの一定割合を中央に吸い上げて、学部のパフォー

マンスに応じて再配分するものである。その総額は大学の学士教育の予算総額の７％（約

700 万ドル）にのぼる。フォーマンスはベンチマークになり得る大学の当該学部の平均値

との比較で評価される。つまり、研究活動に対するのと同様の資金配分が教授・学習活動

について適用されるようになっている。全学に教授改善基金が設けられており、これが各

学部の教授・学習計画の遂行を支える仕組みになっている（2005 年度は 150 万オースト

リア・ドル＝約 1200 万円）。 
 その他、Scholarshipi of Learning Index は 60 万ドル。これは授業研究、教育賞の成績、

教授・学習に関する出版物等で点数化している。事項によって配点は異なる。配点は教育・

研究評議会で決定している。 
 教員に対する評価は、教育・研究評議会が評価している。大学の経営組織に属する機関

ではなく、教育・研究関係の組織が担当しているところが注目される。教員が各種の賞を

獲得することにより、学部に資金配分されるし、教員自身の昇進（promotion）にも好影

響を与える仕組みになっている。教員の昇進基準（スライド 20 を参照のこと）は教育・研

究評議会が決定する。インセンティブは教員個人ではなくてほとんど学部組織に対して配

38



 

 

分される。 
２）ワーキング・グループの設置 
 全学で授業改善のためのワーキング・グループを設置している。これは教育・研究評議

会（アカデミック・ボード）の承認の下に設置されるものであり、以下のテーマ別に５つ

設置されている。評価・品質保証、初年次教育、卒業生調査、研究と教育の結合、ICT で

ある。メンバーは各学部から選出された委員で構成されており、ITL のスタッフもそれぞ

れのワーキンググループに参加している。授業改善のための活動を ITL だけが担うのでは

なく、全学部からの委員派遣という形で全学的な協力の下で取り組んでいること、ITL の

スタッフが加わることで全学の方針・意向を反映させていることが理解できる、これも FD
活動を全学に普及させるための工夫の一つとみることができる。 
 
５．FD プログラム 
5.1 FD プログラムの作成主体はどの機関か。 
  FD プログラムは各種ある。主に ITL が作成している。しかし、大学院レベルのプロ

グラムについては、教育・社会事業学部も関わっており、とくにその修了証・学位は同学

部が授与している。 
 
5.2 プログラム開発の方法はどのようなものか。 
 この点については話を伺えなかった。 
 
5.3 プログラムの内容はどのようなものか：対象者別、担当教育別の内容 
 ITL はアカデミック・ディベロップメントのために、多様なプログラムを用意している。

主なものは以下のとおりである。 
  ・「大学教授・学習の原理と実践プログラム」（別名、「３日間プログラム」） 
  ・教育研究 Graduate Certificate プログラム 
  ・グラデュエート学位（Graduate Diploma） 
  ・教育学修士学位プログラム 
  ・大学院監督者能力開発（postgraduate Supervision Develpoment）プログラム    
  ・PhD プログラム 
 以下、これらの内容について簡単に説明する。 
 ・「大学教授・学習の原理と実践プログラム」（別名、「３日間プログラム」） 
   新任教員は参加が義務づけられている。年４回開催しており、１回平均約 30 名が  

参加している。次回以降の参加予定者のリストも作成している。このプログラムは、  

高等教育研究・学士プログラム（下記参照）の第１段階を構成しており、引き続き同  

プログラムを受講するための呼び水としての機能も担っている。2002-3 年の２年間  

で 247 名の教員が受講している。 
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 ・高等教育研究・グラデュエート修了証 Graduate Certificate プログラム 
   １年間（２セメスター）のプログラムである。以下の４コースで構成され、受講者  

はパートタイムで受講する。「大学の教授・学習活動に関する考察と実践」「大学の  

教授学習活動」「教授・学習活動に関する研究」「研究活動と教授学習活動」。 
   教授方法の改善よりも学生の学習活動の支援方法の改善に力点を置いた内容になっ  

ている。学生の勉学活動や支援方策等に関する研究成果や教育理論を学ぶことを通し  

て、教育者としての教員の資質を高めるとともに、学生の学習活動を理解しその質を  

高めるための支援を行えるようにすることを目的としている。ITL のスタッフが講義  

を担当しており、４コースを修了した教員には修了証を授与する。 
   受講料は学内教員の場合には大学が負担しているため原則として自己負担分はない  

が、修了後は後輩の受講者に対するメンターを務めるよう求められることがある。 
   上記「大学教授・学習の原理と実践プログラム」と異なり、大学本部が新任教員に  

受講を義務づけているわけではないが、獣医学部のように学部単位で新任教員全員に  

参加を義務づける場合もある。実際には、教員の間で受講を忌避したり拒否する傾向  

はないようである。むしろ受講希望者は多く、受講者を制限せざるを得ない状況にあ  

る。そのため、受講者を選抜するための基準を作成している。 
 ・グラデュエート学位（Graduate Diploma） 
   教育・社会事業学部がプログラムを管理しており、修了者に対する学位も同学部が  

授与している。プログラムは全６コースで構成されているが、そのうちの４コースは  

GC の４コースで代替することができる。設定されているコースは以下のとおりであ  

る。「学ぶこと、知ること、考えることの心理学」「アカデミック関係職業：高等教  

育における挑戦」「成人学習と発達」「個別学習ポートフォリオ」「個別学習リーダ

ーシップポートフォリオ」「高等教育における柔軟形態の学習の開発」 
   受講料は教育・社会事業学部が負担している。受講を促したり、受講者の便宜を図  

るために、受講ハンドブックが作成されている。 
 ・教育学修士学位（Master of Education） 
   このプログラムも教育・社会事業学部が管理し、学位も授与する。プログラムは８  

コースで構成されており、そのうち６コースはグラデュエート学位プログラムで履修  

したコースで代替できる。残り２コースとして、コンピュータ通信技術（ICT）およ  

び大学院研究指導の受講が必要となる。 
 ・ポストグラデュエート監督者能力開発（postgraduate Supervision Development） 
 ・PhD プログラム 
  これらのプログラム受講者に対しては、ITL のスタッフが指導している。 
 これらの一連のプログラムの特徴は以下のとおりである。①「大学教授・学習の原理と

実践プログラム」にみられるように、大学本部が新任教員に対して受講を義務づけている

こと、一部の学部は次段階のプログラムも同様の措置をとっていること、②各プログラム
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ごとに修了証・学位を設定し修了者に授与している。この修了証・学位は教員の昇進の際

に評価の対象とされており、受講を促す重要な要因になっていると思われること、③教授

活動や学生の学習支援活動について段階的に学べるように、各種プログラムが設計されて

いること、④学習した内容が次のプログラムの一部を構成するなど、上位プログラムへの

動機づけを含んでいること（その意味でも第１段階を義務としていることは、その後の受

講を促す上で重要な意味を持っていると思われる）、⑤学内教員には受講料が無料とされ

ており、受講を促進していることであること、⑥大学院レベルのプログラムについては教

育・社会事業学部が学位を授与しており、プログラムの開発・実施を ITL だけの取組とし

ていないこと（ITL の説明によると、学内における教育・社会事業学部の位置・役割はさ

ほど大きなものではないとのこと。その意味では、この事業を通して、同学部のプレゼン

スを全学に示す一つの機会になっている可能性があるように思われる）。 
 
5.4 教授・学習活動の質向上のための ITL のプロジェクト 
 上記の FD プログラムのほかに、大学の教授・学習活動の質の向上を図るために、各種

プロジェクトを実施しているが、そのうち主なものは以下の５つである。 
 ①初年次教育、②評価と質保証、③卒業生の属性、④研究活動と連動した教授活動、⑤

柔軟な形態の学習（情報・コミュニケーション技術）。それぞれの内容は以下のとおりで

ある。 
 ①初年次教育 
  各学部代表と執行部の代表で構成される初年次教育推進ワーキング・グループが中心

になり、各学部の取組の内容について議論している。2003 年度末までに、ほぼ全ての学部

が初年次学生のための進路・移行サポート計画を実施している。その成果を ITL のホーム

ページを通じて公表し、全学の構成員に周知するとともに、次年度の各学部の教授・学習

計画に反映盛り込むように努めている。 
 ITL のスタッフは、初年次学生に対する進路指導や大学教育への移行支援のために、関

連の委員会（SWOT, Sydney Welcome, Orientation and Transition）と緊密に連携して作

業を進めている。チューターのための FD プログラムの実施に関しても、同様に作業を進

めている。 
 ②評価と質保証 
 これは学内の教授活動に対する評価を行うことを通して、その質の向上を図ることを目

的とするものである。a．学位プログラム評価、b．研究単位評価、ｃ．個人教員へのフィ

ードバック、d．評価・質保証ワーキング・グループ、e．優秀教員賞などがある。 
 a～c については「4.4. 教授活動に関する評価」で述べることとし、以下 d と e につい

て簡単に説明する。 
 d．評価・質保証ワーキング・グループ 
  2000 年に ITL がワーキング・グループを立ち上げた。メンバーは各学部選出の委員、
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教授・学習担当学長補佐、ITL のスタッフである。質保証のための全学の各種活動の内容

や実施方法等についてコンサルタントを行うこと、学内教員が教授活動改善に向けて各種

評価データを解釈したり活用できるよう支援すること、そのために討論集会等を開催する

ことなどを任務としている。また、教授活動に関する研究を推進し、研究に基盤を置く教

授活動のあり方について情報を提供している。 
 e．優秀教員賞 
  優秀教員賞は全学で実施している事業であるようだが、ITL はその実施を側面から支

援している。たとえば、応募予定者に対するセミナーを開催し、過去の受賞者に経験を語

ってもらう、応募に必要な手続き等について情報を与える等である。また、全国の大学教

員を対象とする全オーストラリア大学教授活動委員会賞への学内からの応募を支援してい

る。 
 ③卒業生能力・資質形成計画 
 シドニー大学は、学生が習得すべき能力・資質の包括的な基準を設定している。オック

スフォード大学等の海外の大学の事例を参考にしつつ、大学自身の調査・研究に基づいて

作成している。大きくは学識、生涯学習、市民性の３項目からなる。３項目について、具

体的にどのような能力・資質が必要かを設定している。 
 ④研究活動と連動した教授活動 
 ⑤柔軟な形態の学習（情報・コミュニケーション技術） 
 
5.5 教授活動に関する評価 
 シドニー大学では、教授活動に関して、いくつかの評価を実施している。一つは教育・

研究評議会によるものであり、今ひとつは学生による評価である。 
１）教育・研究評議会による評価 
 教育・研究評議会は以下の要領で教授活動に関する評価を行っている。 
 まず、学部から提出される自己評価報告書を審査する。これは、学生のアンケート結果

を反映させることが求められる。その審査を終えると、教育・研究評議会は各学部を訪問

して関係者に対してインタビューを行う。さらに、学部の教員、学生、院生に対してもイ

ンタビューを行う（後述）。 
２）学生による評価 
 卒業生と在学生を対象に、シドニー大学における教育に関するアンケートを実施してい

る。卒業生に対するものとして、卒業生進路調査を実施している。これはコース経験調査

（Graduate Course Experience Questionnaire、GCEQ）と就職状況に関する調査の両方

を含んでいる。前者は在学期間中に受けた教育に関する評価を求めるものており、その分

析を ITL が担当している。後者はキャリアセンターが実施している。 
 在学生を対象とするものとして学生コース経験調査（Student Course Experience 
Questionnaire、SCEQ）がある。これは年１回、課程単位で、無作為抽出により実施して
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いる。なお、このほかに在学生を対象として研究活動に関する評価を行っている（Student 
Reserch Experience Questionnaire、SREQ）。これら在学生対象の調査は、ともにウェ

ブで回答する方式が採用されている。 
 在学生を対象とするこれらのアンケートは、年に１度だけ実施する。これは科目ごとあ

るいは教員個人ごとに行うのではなく、コース全体に対して行う。この結果が学部に対す

る大学からの財源配分の基準になる。あくまで組織に対する評価である。この大学中央か

らの資金配分が、学生の学習に対する各学部および教員の配慮、注意を向けさせるうえで

大きな力を持っている。つまり、学生アンケートでよい結果を得た授業については、学部

に多くの補助金が交付される、そうでない場合には補助金が減額されることになる。つま

り、教育の質を高め、学生の評価足高めることができれば、当該学部は多くの補助金を受

け取ることができる仕組みである。学生アンケートの用紙は WEB で閲覧することができ

る。 
３）その他の授業評価アンケート 
 その他の評価として、ユニット・オブ・スタディ評価（Unit of Study Evaluation）が

ある。これは３年ごとに実施しているものであり、個別授業について評価を行うものであ

る。確認はできなかったが、おそらく抽出ではなく、インターバルから判断して全教員を

体操としていると思われる。質問紙の内容は記述的内容が中心である。 
４）アンケート結果の教員へのフィードバック 
 教員に対して個別にフィードバックを行っている。これはユニット・オブ・スタディ評

価で結果の悪い教員が対象と思われる（確認できなかった）。上記のように、教育・研究

評議会は学部から提出された自己評価報告書をもとに各学部を訪問してインタビューを行

っている。おそらく、それとリンクする形で行われているものと思われる。 
 UOS の結果を学部単位で回収し、それを教育・研究評議会の担当委員が受領する。 
 各教員は自分の授業のうち成績のよいものと悪いものを自覚する。成績の悪い教員に対

してはサポート体制をとる。全体から見れば、成績が上がった教員の方が下がった教員よ

りも多いようである。 
５）成績の悪い教員に対するサポート 
 各種：ピアレビュー、学部長レビュー、In-class survey, Focus Group Discussions 
６）政府補助金における評価結果の効果 
 連邦政府からの各大学への補助金の配分には、各大学で実施されている学生アンケート

の結果が用いられていない。つまり、学内で行われるアンケート結果がよいからといって、

連邦政府の補助金の額が増えるわけではない。学生アンケートの結果は、大学に対する社

会的評価を高めること、それを通じて国の内外から学生を多く獲得することに貢献できる

ことである。各大学ともメリットをその程度として割り切って享受している。 
 その他のインセンティブは、サーティフィケートである。これは昇進の際に参考になる。

若手教員が主たる対象である。Lecturer, Senior lecturer, associate professor などである。 
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６．FD マニュアル 
「FD マニュアルを作成しているか。作成している場合には、その主体はどの機関か。 
また、マニュアル作成に関する工夫、苦労とはどのようなものか。」 
 FD マニュアルは作成していない。その理由については質問しなかったが、FD を組織す

るためのノウハウは ITL 内に蓄積されているということのようである。 
 
７．FD に関する課題 
「FD を実施し普及させる上での課題とはどのようなものか。」 
 シドニー大学は研究大学であるだけに、教員は研究志向が強く、その反面教育活動への

関心は決して高くない。これを高めることが ITL にとってはもちろん、大学全体にとって

も課題であると思われる。 
 
８．その他 
8.1 シドニー大学 FD の特徴 
 シドニー大学 FD の特徴は、大きく以下の３点にまとめられる。①学生中心主義、②研

究重視（SOTL）、③教員主導（教育・研究評議会の主導）である。 
 ①は、教員の視点から教授活動の改善を重視してきた従来型の FD のあり方から、学生

の視点に立ち学習活動の支援を重視する FD への転換を図っている状況をさしている。②

は研究大学らしく、FD を研究活動とリンクさせることを重視するシドニー大学の方針を

示している。③は、たとえば教員の教授活動に対する評価に関して、経営サイドからでは

なく、あくまで教育・研究評議会という教育サイドからの実施を重視していることをさし

ている。 
 
8.2 他大学の高等教育研究センターと比較した場合の ITL の特徴 
 メルボルン大学 CSHE との差異は、研究をベースにした FD を行っていることである。

その証拠として、ITL は多くの出版物を出している。ただし、メルボルン大学でも同様の

ことを指摘された。今後の調査が必要であろう。 
 
8.3 用語の問題 
・Evaluation と assessment の差異について 
 Evaluation は教員に対する評価、assessment は学生に対する評価に用いる。これはア

メリカなどと逆である。FD 活動に関しては、FD ではなく、academic development とい

うタームを用いる。両者の差異については後で述べるとのことだったが、結局聴けずじま

いになった。Academic development は教員対象の活動。概念はかなり広く、教育だけで

なく研究も含むような印象である。 
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９．その他の調査項目 
１）FD の種類、内容・概念、方法・実施形態 
 上記のように、一斉講義型のものもあれば、自己研修型のものもある。 
 一斉講義型のものとしては、以下がある。 
  ・「大学教授・学習の原理と実践プログラム」（別名、「３日間プログラム」） 
  ・教育研究 Graduate Certificate プログラム 
  ・グラデュエート学位（Graduate Diploma） 
  ・教育学修士学位プログラム 
  ・大学院監督者能力開発（postgraduate Supervision Develpoment）プログラム    
  ・PhD プログラム 
 自己研修型として、ウェブを使用したプログラムも別途用意されている。ITL がこれら

のプログラムの開発を担当している。 
 
２）FD 支援ツール：開発状況：開発担当機関・者、他大学との連携、外部機関の協力、 

改訂の頻度、活用状況（活用者数・頻度、利用拡大の方法） 
  FD プログラムは、主として ITL が担当している。しかし、大学院レベルのプログラ

ムについては教育・社会事業学部が中心的役割を果たしており、ITL はそこに協力してい

る。ウェブによる自己研修型支援ツールについては ITL が開発している。他大学との連携

や外部機関の協力の状況については不明である。 
  
３）FD の具体的な実施状況 
・年間の回数： 
  プログラムの種類により異なる。「大学教授・学習の原理と実践プログラム」（別名、

「３日間プログラム」）では、年４回開催している。その他は、学士課程・大学院レベル

のプログラムであり、授業形式で毎週行われる。 
 
・実施主体：学内専門部局（教員、その他）、一般教員、外部専門機関への委託、その他 
  プログラムにより異なる。基礎レベルのプログラム（「大学教授・学習の原理と実践

プログラム」）は ITL が担当しているが、大学院レベルは教育・社会事業学部が担当して

いる。外部専門機関への委託は、現状ではされていないようである。 
  
・主要対象者：新任教員、特定役職就任者、一定年数勤務者（例：10 年目研修） 
  プログラムの種類により異なる。「大学教授・学習の原理と実践プログラム」は新任

教員であるが、上位のプログラムは一般教員である。10 年目研修のような一定年数勤務者

を対象とする特別のプログラムは設けられていない。 
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・FD の対象教育：段階（学士課程、大学院課程）、対象内容（一般教育、専門教育、エ 

クステンション講座、その他） 
  プログラムにより対象段階は異なる。多くは大学院レベルの講義として行われている。 
 プログラムの内容は、一般教育・専門教育というようなそれぞれの学問領域に関わるも

のではなく、教授活動や学生の学習支援のあり方に関するものが中心である。 
・参加義務の有無、参加状況、教員の反応、参加促進策 
 プログラムの種類により異なる。「大学教授・学習の原理と実践プログラム」は新任教

員に対して大学本部が受講を義務づけている。その他のプログラムについては学部により

異なり、中には義務づけている場合もある。 
 教員の反応は悪くないようである。ITL の説明によると、プログラムの受講希望者は多

く、受講を制限する必要がある。受講者の選抜基準を作成している。これは受講し修了証

を得ていることが、教員の昇進の際に評価の対象となることが大きいようである。 
・効果測定 
  ・測定の主体：FD 担当機関、教員による相互評価、専門家（学内外） 
  ・効果測定の方法： 参加者アンケート、測定指標の設定 
  ・学生の授業アンケート 
    ・実施状況、効果測定資料としての活用の有無 
・フィードバック 
  ・フィードバックの方法・体制は確立されているか。 
  ・フィードバックの実績はあるか。 
    FD の実施方法・内容等の改善頻度、効果測定結果の活用実態 
・FD 報告書：報告書の定期的発行の有無、発行している場合には配布の目的、対象者、  

発行部数 
  発行していないようである。 
・FD の経費：特定財源の有無（計上費目はどのようなものか：経常費、特別予算）、経 

費負担者（政府、外部機関等による補助金の有無）、年間経費（大学の年間予算に占め る

比率） 
  当日は話を聞けなかった。引き続き調査の必要あり。 
 
１０．日本の大学の FD に対する示唆 
10.1 調査先選定の理由 
 ・シドニー大学はオーストラリアを代表する研究大学であること。 
 ・研究活動だけでなく、教授・学習活動を重視する方針をもっており、一定の実績を有  

すること。 
 ・FD を企画・推進する専門の機関が設置されていること。 
 ・大学全体として、FD 活動を熱心に推進していること。 
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10.2 調査先大学 FD の特徴 
 教育の質を改善するための取組を、教員の自発性に委ねているのではなく、全学的に取

り組むための制度を整備していること、これにより、教員が授業改善に積極的に取り組ま

ざるを得ない体制を作り出していることが同大学の大きな特徴であるように思われる。具

体的には、以下のような特徴を指摘できる。 
 ・全学の委員会（教育・研究委員会、その下の各種委員会等）が設置されており、全学  

で FD 活動を進める体制ができている。 
 ・委員会で決定される方針を遂行するために、各種 WG が設置されており、学内各学  

部の代表で構成・運営されている。委員会や WG で決定された方針を各学部で実施  

に移しやすい工夫がみられる。 
 ・授業等の評価やフィードバックをするシステムがある、�授業改善活動のための各種  

プログラムが開発されている。これらは教員のプロフィール（職歴、職務、ニーズ等）  

に対応して多様に用意されている。新任教員・スタッフに対しては受講が義務化され  

ている。 
 ・FD 活動の修了を認定する修了証を発行しており、これを取得することが昇進の際の  

参考資料となっている。 
 ・ITL がその中心を担っており、その運営には全学の関連組織の代表等が参加するな  

ど、全学の意見・要望を反映させる仕組みができている。 
 ・ITL は FD 活動をたんに業務として実施しているのではなく、研究活動とリンクさせ  

ること、つまり研究活動を通じた新たな知見を FD プログラムに盛り込むことを重視  

している。研究の精神を忘れない教授・学習活動の推進ということができる。ITL の  

活動内容・研究成果を、ウェブや国内外の学会・セミナー等を通じて、学外に積極的  

に発信している。そのことを通じて、活動内容のいっそうの充実・発展を図っている。 
 ・同大学の取組は 1999 年頃から発展したものであり、まだ新しい。今後さらに大きく  

発展することも予想される。 
 
10.3 継続的調査の必要の有無 
 継続的調査が必要と考える。２時間程度のインタビューでは FD 活動のごく大まかな内

容・特徴を理解するにとどまらざるを得ない。それぞれの内容が実際にどのように低回さ

れているのかを知るには、さらに継続的な調査、場合によっては集中的な調査も必要であ

ろう。 
 
10.4 日本の大学の FD に対する（現段階での）示唆 
・授業改善の取組を教員の自発性だけに委ねるだけでは、大きな効果は期待できない。 
・取組を促すような制度的枠組みが必要。また、教員が授業改善に取り組めるようなサポ 
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ートを提供することが必要。 
・教員が自らの教授活動、授業改善に関して、どのようなニーズをもっているのか（取組 

を妨げる条件・要因、取組を促すための条件とは何か等も）を正確に把握することが必

要。それに的確に対応するようなサポート、FD プログラムを作成することが必要。 
・FD の企画を担当する中核的な組織が必要。それを全学による支援の下に運営すること、 

そのためのネットワークを創ることが必要である。 
・FD プログラムの作成、その実施に全学の意見を反映させることが必要である。 
・中期目標・計画の内容が具体的であり、かつ ITK の活動がその中にしっかり位置づけ ら

れている。 
 
10.5 全体の感想 
 ITL の活動はきわめて多岐に及ぶものであり、かつそれぞれを熱心に遂行していること

が理解できた。名大高等教育研究センターと比較すると、スタッフの数が大きく、したが

って予算規模なども大きいと思われるが、全学の協力を引き出すための様々な工夫など、

その運営の方法などに感心した。総じて学ぶことの多い調査であったといえる。 
 
【参考文献】 
 
Institute for Teaching and Learning, Annual report 2002-3: Enhancing teaching and 

student learning, The University of Sydney. 
The University of Sydney (2003), Teaching and Learning Plan 2004-2006. 
Michael Prosser (2005), Alignment of Institutional Academic Development Activities 

with Institutional Quality Assurance Policies and Processes, Institute for Teaching 
and Learning, The University of Sydney.（パワーポイント説明資料） 
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資料１．シドニー大学 教育・学習プラン 2004-2006 （翻訳：近田政博） 
 
＊この計画で策定されている戦略は全学向けのものであり、個別の教員に成果を求めるも

のではない。 
Faculties are asked to note that the strategies and targets in the plan are 
University-wide and do not commit individual faculties to particular outcomes. 
 
１．多様なバックグランドから集まった優秀な学生を惹きつけ、その成功を支援する 
Attract and support the progress of high-achieving students from diverse backgrounds 
 
１－１．各学部の初年次教育プラン(faculty transition plans)を通して、新入生のスムーズ

な適応(the first year experience)を促進する。 
Improve the first year experience through implementing faculty transition plans 
 
１－２．優秀な学生を惹きつける機会を提供する 
Enhance opportunities for high-achieving students 
 
１－３．公平性実現の対象となる学生（equity target group 注：社会的弱者など）をより

多く惹きつけて、支援する 
Attract and support more students from equity target groups 
 
２．シドニー大学の学生が学習コミュニティの一員としてすばらしい経験を享受できるよ

うにする 
Ensure Sydney students enjoy an outstanding experience as part of a community of 
learners 
 
２－１．教育・学習におけるＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を管理面・インフラ

面の両方から支援し、既存の学務システムの中にＩＣＴを導入して、その質保障をはかる。 
Establish governance structures and infrastructure support for ICT in teaching and 
learning and integrate the Quality Assurance of ICT into existing academic 
mechanisms 
 
２－２．シドニー大学の全学生が国際的な体験をできるように促進する 
Improve the international experience for all University of Sydney students 
 
２－３．シドニー大学の全学生がキャンパス内での社交的・教育的経験をできるように促
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進する 
Strengthen the on-campus social and educational experience for all Sydney students 
 
２－４．国際的視野をもった研究中心の教育環境によって、どのような卒業生を送り出し

たいかというプラン（graduate attributes policy）を策定・改訂し、実行する。 
Develop and implement a revised graduate attributes policy consistent with an 
international-focused, research-led teaching environment 
 
２－５．カリキュラムの一貫性、学生の学習量、教師の仕事量、学生の一般的スキルの発

達などを考慮しつつ、学士課程の低学年向けのコア・カリキュラムのもつ効果を調査する。 
Investigate the advantages of a core curriculum for junior undergraduates to address 
issues of coherence, student and staff workloads, and the development of generic 
attributes 
 
３．研究重視の教育・学習環境の効用をもたらす 
Realize the benefits of a research-intensive teaching and learning environment 
 
３－１．研究と教育の連携によって生まれる成果を評価し、その効用について学生と職員

に自覚を促す 
Audit the outcome of the research-teaching nexus and raise student and staff 
awareness of its advantages 
 
３－２．教育と学習において、探求中心のアプローチ(inquiry-based approaches) をもっ

と発展させ、広範に普及させる 
Further develop and more widely distribute inquiry-based approaches to teaching and 
learning 
 
３－３．科学的根拠に基づく(evidence-based) 既存の教育実践を統合・強化する。 
Consolidate existing evidence-based teaching practices 
 
４．優れた教育を大学として認知し、支援し、報奨する。 
Recognize, support and reward teaching excellence 
 
４－１．学部および全学の教育賞(faculty and University teaching awards)の対象範囲を

拡大し、その重要性について自覚を促す 
Increase the scope of faculty and University teaching awards and enhance staff 
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awareness of the schemes 
 
４－２．教育改善基金(Teaching improvement Fund)の成果を検証し、これを強化するた

めに適切な措置を講じる 
Examine the outcomes of the Teaching Improvement Fund and implement appropriate 
changes to strengthen the system 
 
４－３．教育・学習における指導力養成のためのプログラムを開発する 
Develop programs to enhance academic leadership for teaching and learning 
 
４－４．非常勤の教職員が学生に高水準の学習経験を提供できるようにするための全学的

な支援を行う 
Provide university-wide support for casual staff to enable them to deliver a high 
quality learning experience for students 
 
５．数ある研究中心大学の中で、教育・学習のマネジメントと評価に関するシドニー大学

のリーダーシップを強化する 
Consolidate leadership among research-intensive universities in the management and 
evaluation of teaching and learning 
 
５－１．教育・学習の成果とプロセスについて、他大学のベンチマーキングを積極的に行

う 
Further develop benchmarking of teaching and learning outcomes and processes 
 
５－２．教育の成果指標システムとこれに基づく資源配分メカニズムを強化する 
Enhance the system of teaching performance indicators and associated resource 
allocation mechanisms 
 
５－３．学生による教師、課程、科目、学習環境に関する評価の手段と方法を検証・改善

し、ベストプラクティスの維持を図る。 
Inspect and improve current instruments and procedures for student evaluation of 
teaching, courses, units and experiences of the learning environment to maintain best 
practice 
 
５－４．教育の質を維持・評価するための方法の有効性について検証を行う。 
Conduct a review of the effectiveness of current procedures for managing and 
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reviewing educational quality 
 
【出典】 
The University of Sydney (2003), Teaching and Learning Plan 2004-2006.  
 
 
資料２．シドニー大学教員の昇進基準 （翻訳：夏目達也） 
 
 シドニー大学教員の昇進の際の審査にあたって、教授活動の内容が評価対象とされてい

る。評価の項目は以下の５項目であり、各項目について明確な評価項目と評価指標が設定

されている。 
①パフォーマンス、②研究に立脚した教授、③学生中心の教授活動、④教授における  

Scholarship（学者としての良識、学識か？）、⑤教授におけるリーダーシップ 
 
各項目の評価項目と評価指標 
①パフォーマンス 
＜評価項目＞ 
  適切なプランニングとデザインができていること、明確な目標設定ができていること、 

効果的な説明ができていること、教授に関するテクニックがあること、オンライン学習 を

取り入れていること、適切な評価とフィードバックがなされていること、学生評価を 適

切に活用していること。 
＜評価指標＞ 
 ・教授活動のデザインとプランニング 
 ・授業の目的に合致した教材の使用 
 ・学生による評価の結果 
 ・学生の学習を支援したり達成状況を記録するための広範で適切な評価技法の使用 
 ・自己、同僚、学生モニター等による自己評価および評価の技法 
 
②研究に立脚した教授 
＜評価項目＞ 
    学生の想像力に富んだ質問を促すこと、研究や学問的な洞察を学生と共有すること、 

教授活動の一部として一次資料や最近の発見を使用していること。 
＜評価指標＞ 
 ・学生を研究活動に取り組ませるためのカリキュラムを適切にデザインしたこと。 
 ・教材は適切な分野における最新の研究成果を取り入れたこと。 
 ・多様な研究方法に関して知識と実践を開発したこと。 
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 ・第１次資料の使用とデータの更新を促進したこと。 
 ・学生の質問や想像力を刺激するために、自らの研究に基づく考察を共有していること。 
 
③学生中心の教授活動 
＜評価項目＞ 
  教授活動が、学生の知覚や経験を重視したものであること、さらに学生と教科内容・ 

教員のパフォーマンスとの関係を重視したものであること。 
＜評価指標＞ 
 ・教授活動の戦略を変更するために、学生の経験や評価を活用した証拠があること。 
 ・Unit of Study をデザインし直すために学生の評価を適切に活用したこと。 
 ・最近の学生評価の結果 
 ・学習教材および評価のアプローチ・成果の例 

・ 学習活動成果の評価の例 
 
④教授活動における Scholarship 
 ＜評価項目＞ 
   教授活動と評価の戦略を選択し活用するために、研究業績を含む利用可能な最良の 

業績を系統的に活用していること、場合によってはそれぞれの研究領域において、教授 方

法に関する独創的な研究を展開していること。 
 ＜評価指標＞ 
 ・教授・学習活動を改善するために、使用し得る最良の実績を系統に使用していること。 
 ・教授活動改善のため、系統的な考察と分析が活用されたことを証明すること。 
 ・教授・学習活動に関する全国・国際会議、セミナー、講習会に参加したこと。 
 ・研究資金提供の有無にかかわらず教育研究に効果的に参加したり、リーダーシップを  

発揮したこと。 
  ・幅広く採用されている教科書や教材を開発したこと。 
 
⑤教授におけるリーダーシップ 
＜評価項目＞ 
   ティーム・ティーチングやコースの調整とマネジメントを行うこと、カリキュラム 

や政策の開発と監督を行うこと、若いスタッフのメンタリング（監督補佐としての行動 を

含む）を行うこと、教授専門スタッフとしての外部から認知されていること、教授活 動

の質に関して、他の大学・諸機関と比較対照を行うこと。 
＜評価指標＞ 
 ・カリキュラムのデザイン改訂と評価に関して主要な役割を果たすこと。 
 ・学習プログラムに関して調整とリーダーシップの役割を担うこと。 
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 ・教員のフォーラムや委員会において指導的役割を果たすこと。 
 ・若いスタッフのメンタリング（監督補佐としての行動 を含む）を行うこと、 
 ・教授活動の革新および革新的教材の使用に関して褒賞されたこと。 
 ・教授活動に関して外部から招聘されたこと、カリキュラムを開発したこと、助言を与  

えたこと。 
 
【出典】 
Michael Prosser (2005), Alignment of Institutional Academic Development Activities 
with Institutional Quality Assurance Policies and Processes, Institute for Teaching 
and Learning, The University of Sydney.（パワーポイント説明資料） 
 
 
資料３．シドニー大学 教育改善基金の評価基準と配点 （翻訳：夏目達也） 
 

基準 配点  報奨金受領のための条件 

教授活動における質  10 修了証のコピー。資格が大学の教授活動か高等教育のそれか不明

の場合、説明書を必ず添付すること。修了証が外国語でかかれて

いる場合には、公式の翻訳を添付すること。教育課程はパートタ

イムで１年以上の修業年限を有すること。 

国・州レベルの教授活動

賞の受賞 

 10 AUTU/CUTS/ACEの褒賞裁定書のコピー。申請できるのは受賞後

４年間（全５回）のみに限定される。 

国レベルの教授活動賞の

受賞（最終審査 

5 褒賞裁定書のコピー。最終審査対象者の地位を証明する文書のコ

ピー。 

学内での受賞  5 褒賞裁定書のコピー。基準は以下のものを含む。教育賞で優秀賞

、研究高等学位監督賞および教育開発基金賞で優秀賞。申請でき

るのは受賞後４年間（全５回）のみに限定される。 

学部内での受賞 2 褒賞裁定書のコピー。褒賞がチームに授与されたものである場合

、チームの人数分ではなく１つとして計算する。申請できるのは

受賞後４年間（全５回）のみに限定される。 
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大学の教授活動に関する

出版物 

  ・著書 

 

 

 

  ・引用された章 

 

 ・引用された論文 

 

  ・引用されない章  

と論文、出版された会議

資料 

 大学の教授活動に関す

る会議資料、紹介資料 

 

 

  10 

 

 

 

   2 

 

   2 

 

   1 

 

 

   1 

 

 

 

 出版データのコピー、重要なデータ、目次。出版物が大学教育

に関する著作か、大学生のための商業的に出版された教科書かを

とくに明記すること。書籍を共同で執筆した場合、学部内では１

回のみ計算する。 

 出版データのコピー、重要なデータ、目次、該当する章の最初

の頁、執筆章を示す部分を提示する。 

 ジャーナルのデータのコピー、重要なデータ、目次、論文の最

初の頁、執筆論文を示す部分を提示する。 

 出版データのコピー、要約、目次。該当する章・論文の最初の

頁、共同で執筆した場合、学部内では１回のみ計算する。 

 

  会議の詳細を示したコピー、要約、重要なデータと時間、共同

で執筆した場合、学部内では１回のみ計算する。 

 
【出典】 
Michael Prosser (2005), Alignment of Institutional Academic Development Activities 
with Institutional Quality Assurance Policies and Processes, Institute for Teaching 
and Learning, The University of Sydney.（パワーポイント説明資料） 
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５．メルボルン大学における FD 活動 
 

井手 弘人 
 

１．シドニー大学の概要 
２．FD に関する基本方針 
３．FD の実施状況 
４．学生へのフィードバック調査 
５．FD マニュアル 
６．FD に関する課題 
７．日本の大学の FD に対する示唆 
 
資料１．メルボルン大学戦略的計画（抜粋） 
資料２．メルボルン大学運営計画（2004 年版、抜粋） 
 
 
＜調査日時等＞ 
日時：2005 年 1 月 7 日（金） 午後 2 時～午後 3 時 30 分 
訪問先：メルボルン大学 高等教育研究センター 

Center for the Study of Higher Education, The University of Melbourne 
応対者：リチャード･ジェームズ  (Dr. Richard James) 

高等教育研究センター准教授 
    ケリー・リー・クラウズ (Dr. Kerri-Lee Krause) 

同センター上級講師 
調査者：井手弘人、夏目達也、近田政博 
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１．メルボルン大学の概要 
 メルボルン大学は1853年に創設され、2003年に創設150周年を迎えた、オーストラリア

で最も伝統ある大学の一つである。1980年代から本格化した大学統合政策（いわゆる「一

元化政策」）により、Melbourne College of Advanced EducationとVictorian College of the 
Artsを合併し、現在、メルボルン大学にはおよそ40,000名の学生が通っている。図１にある

ように、大規模総合大学にもかかわらず男子学生より女子学生が多い。 
 

図１ メルボルン大学の学生数推移 

  
２．FDに関する基本方針 

メルボルン大学全体の組織の大枠は図２のとおりである。わが国の大学（特に国立大学

法人）との違いで見れば、学部長や学科長が、学部もしくは学科とやや切り離された位置

に置かれている点であろう。帝国大学令以来一世紀以上部局自治が継続してきたわが国の

国立大学では、国立大学法人に移行して学長及び理事の権限が強化されるにつれ、逆に学

部長・学科長の全学執行部に対する発言権弱化を憂慮したり、批判したりする声も聞かれ

る。しかしそれは全学の機構に対して学部・学科の「利益代表者」のようなこれまでの役

割に依拠した考えであって、そういう意味から、メルボルン大学における学部長・学科長

の立場が学部・学科と分離されて学長及び理事の責任下にある教育研究の執行責任者とい

う役割をより明確に機構上に示してあることには注目させられた。 
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図２ メルボルン大学 機構図 
 

  
 
この機構図の体制にそって、メルボルン大学では中期計画である戦略的計画（Strategic 

Plan）が策定される。FDは「学習の質」（Quality Learning）のドメインを支える活動の

一環として、企画・実施されている。具体的な企画・実施に際しては年度ごとの運営計画

（Operational Plan）がドメインごとに作成され、この運営計画にそって推進されることに

なる。わが国の国立大学法人の中期計画・中期目標との相違でいえば、「主語が明確」と

いう点であろう。すなわち、運営計画を推進する責任者が誰であるかが明記されている点

である。誰が、どういう権限で計画を推進し、その成果に対する学長や理事、審議会(Council)
への報告義務を負うのかが明確になっている環境下で、FDもまた位置づけられている点を

確認しておきたい。 
メルボルン大学高等教育研究センター（Centre for the Study of Higher Education、以

下CSHEと略）は,いわばFDの「実施部隊」という位置づけになる。CSHEが単独で学内に

FDを働きかけているというようなことではなく、戦略的計画などの大学執行部方針作成を

サポートしながら、その承認を得た全学方針に基づいて実施している。ゆえに、学内から

の支持をえやすいと同時に、教育活動推進・FD参加等に関する直接的な反発を避けること

ができると思われる。メルボルン大学の中期計画の作成責任者は、教育担当副学長で、ワ

ーキンググループが設置されている（座長：Professor Kwong Lee Dow）。計画書の作成
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担当者リストにセンター関係者は見あたらないが、インタビューを行ったリチャード・ジ

ェームズCSHE准教授の話では、CSHEのスタッフが実質的な関与をしているということで

あった。 
CSHEは教育学部附属の施設となっているが予算の大部分は大学執行部から配分されて

おり、教育学部から来ている分は少ない。CSHEは政府の支援を受けて初年次教育の全豪調

査（数年に１度。これまでに３回）を担当しており、その成果と実績を持っていることが

FDプログラム設計においても大きな強みをもっている。また全学の「優秀教員賞」制度は

CSHEが実質的オーガナイズをしているが、受賞者の選定にCSHEが関与しているわけでは

なく、学内の委員会で決定しているとのことであった。 
 
3. FDの実施状況 
3.1 FDのインセンティブ 

FDを組織化するにあたっては、受講する意義が対象構成員に明らかになっていることが

重要であるが、メルボルン大学の場合は、教員の昇進に教育経験を考慮している点があげ

られよう。ジェームズ氏の話によれば、「10年前はさほど考慮されていなかったことであ

ったが、戦略的計画推進の重視や高等教育の質が大学評価等で経営に直結していく環境に

なるにしたがって変化が生じた」ということであった。 
具体的には、昇進に教員の教育活動が評価対象になり、FD（オーストラリアでは 

Academic Developmentと呼称するのが一般的）への参加度、学生評価の結果、教員のポー

トフォリオなどが用いられる。「研究でずば抜けた成果がある教員は別として、そうでな

い教員はいずれにせよ教育活動が評価の対象になる。学生の満足度が高まれば教員も満足

できる。それがインセンティブになる」というジェームズ氏の言葉が大変印象的であった。

その理由は、大学の施策として「研究主体」「教育主体」といったように、個々の教員を

わざわざ事前に性格付けして評価しようという発想ではなく、基本的に大多数の教員が教

育活動の評価を受けざるを得ない環境にあるのだという見方そのものに少々驚いたからで

ある。これは研究志向の教員をどう教育にコミットさせるかというわが国の大学における

FD機能への期待と全く異なる前提であり、大学が「教育機関」であるという自覚の表れに

も見える。FDプログラムをデザインするときに、「教育機関」という前提がその大学の構

成員に共有されているのかどうかは、大きなポイントになるのではないかと思った。 
 
3.2 コアになっている理念 

CSHEのFDスタンスは、現場の教員に授業改善の支援を提供するという視点で一貫して

いる。特定の理論や方法論に依拠するのではなく、多くの教員との議論を通じて多くの方

法を学んでいるといったところであろう。ジェームズ氏はそういった中から教育の原理を

つくっていきたいと考えているようだ。ケリー・リー･クラウズ講師は、教員の多様な意見

を参考にして、よりよいプログラムを作成して。 
 
3.3 FDプログラム 

先述のとおり、FDプログラムの作成主体はCSHEである。FD参加は義務ではなく、教員
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側の意思を尊重することとしている。クラウズ氏によれば、「コア・コミュニティをつく

り、満足度を高めること」がFDの重要なキーポイントとなるということであった。CSHE
で行っている初年時教育などの全豪調査がプログラム開発の素材となっている点からして

も、プログラムに深みを持たせる独自のリソースと教員のニーズとのマッチングが、FD組

織化の成功につながるという印象を受けた。 
CSHEが関わるFDプログラムの内容としては大別して以下のようなものがある。 

(1) 新任教員研修 
(2) 学部FD（教育学部など学部FDから招かれて活動） 
(3) ２年間のcertificateを授与するプログラム 

対象者は25名。個人の授業改善ニーズにあわせ、構成主義（constructivism）的なコース

設計方法を採っているのが特徴である。したがってこのFDは、個別のニーズをふまえて多

様な内容をつくる「オーダー・メイド」プログラムになる。現在は学内教員のみを対象と

しているが2006年から学外教員対象のプログラムもスタートさせるということであった。

修了時に証明書(The Melbourne Certificate)が付与される。 
(4) 短期FD 
「効果的な教育のためのコア・スキルズ」３月末と５月初旬に１回ずつ開催される（内

容は3月、5月とも同様．朝９時から午後４時まで） 
－ 教育研究のコンセプト・良い授業の基礎理論 
－ 効果的な授業の計画と実践 
－ 小規模クラス授業のスキル 
－ 成績評価の質のためのアイデアと戦略 

 
４．学生へのフィードバック調査 
 学生への授業評価をはじめとする教育評価には、以下の４種類がある。 
 

・ 教育の質に関する調査（学部生・大学院生がそれぞれの専攻で行うもの） 
・ 研究指導と教員のサポート調査（大学院生） 
・ 事務及びサポートサービス調査（図書館，IT環境，健康管理とカウンセリング，体

育設備など） 
・ 留学生への調査（３年おき） 
 

 教育の質に関する調査については、大学院研究経験評価（PREQ：Postgraduate Research 
Experience Questionnaire）とコース経験調査（CEQ：Course Experience Questionnaire）
があり、これらは卒業生到達度調査（GDS：Graduate Destination Survey）に用いられる．

さらにこれらの調査は、全豪卒業後経歴審議会（Graduate careers council of Australia: 
GCCA）による全豪調査に活用されるが，CSHEはその学内調査の分析を担当していること

になる． 
また，企業による卒業生調査はCSHEではなく、応用経済・社会研究所（The Melbourne 

Institute of Applied Economic and Social Research）が担当することになっている． 
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５．FDマニュアル 

FDマニュアルは作成していない。これまでのCSHEでの経験と知見がFDプログラム設計

を支えているという自負があるように感じた。 
 
６．FDに関する課題 
 FDに関する課題は特に調査をしなかったが、マネジメント体制が十分構築されている中

で、現場のFDプログラムがどのような配慮をしながら構成員の参画を促しているのかにつ

いてはさらにフィールドに入って詳細に調査してみる必要がある。 
 
７．日本の大学のFDに対する示唆 
 筆者が日本の大学全体を俯瞰するような発言は難しいので、メルボルン大学と筆者の所

属している長崎大学のFDとを簡単に比較しながらまとめてみたい。 
長崎大学の中期計画では、FDについて以下のようなことが示されている。 

 
・全学向けに以下の項目に重点を置いたFDプログラムを開発し，毎年効果的に全学FDを実

施する。 
・高等学校と大学（低年次）カリキュラムの導入的接続 
・全学教育と専門教育カリキュラムとの有機的接続 
・全学教育に関する目標到達度評価に沿ったシラバス作成 
・全学教育に関する効果的な教材開発法 
・全学教育カリキュラムに沿った授業管理法 
・教育の改善を不断に図る一助として，専門教育に関する各学部独自のFDを毎年開催する。 
・オンラインによるFDのシステムを構築し，講演形式・ワークショップ形式などの既存の

実施方法と併せた総合的なFD実施体制整備を行う。 
・FDプログラムとその成果を評価し，評価結果はホームページ等を通じて学内外に公表す

る。 
・大学教育機能開発センター評価・FD部門の機能と役割を明確化し，その機能を教育改善

に有効に活用する。 
・全学教育FDプログラムの研究開発と実施を主要に担う。 
・部局の要請に応じて各部局FDプログラム開発の支援を行う。 
・情報関連教職員により構成されたプロジェクトチームを構築し，情報化時代に対応した，

マルチメディア教材とｅラーニングのコンテンツ開発の全学的体制を整備する。 
 
こうした計画の具体的方針は、教育担当理事の下にある教育改善委員会が年度ごとのFD

年間計画を定め、大学教育機能開発センターが主に企画・実施することになる。そして開

催されたFDの参加者へは教育改善委員会の承認を経て大学教育機能開発センター長（教育

担当理事）が「FD受講証」を発行することになっている。 
中期計画から委員会による具体的な年度計画、そしてセンターの企画・実施といった枠
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組みは、そこまでメルボルン大学と長崎大学に大きな差異を感じない。 
  

図３ 長崎大学 大学教育機能開発センター機構図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ただし大きく異なるのは、報告中にも書いたように、責任体制とインセンティブも含め

た「処遇」の曖昧さである。まず責任体制とは、実施分担者というよりも「現場で実質的

な責任をとる者」は誰かという点である。長崎大学の場合はFDも含めた教務関連事項は全

て教育担当理事の下に集約されている（図３）が、その下でのFD設計プロセスに実質的な

責任をとる（取れる）者が不在であり、そのFDを開催することによって得られる教育成果・

活動成果への検証機能が作用していないという現実がある。結果、FDを「実施する」こと

が目標・計画の主体になってしまい、イベントの積み重ねや単発の満足度測定で終わって

しまいかねない。これでは教員組織として全学から集めたポストで設置されたセンターの

説明責任を行使できていない。メルボルン大学のFDプログラムも、個々の教員に合わせた

FDプログラムを組み立てて実践するなど、授業現場で活動する教員に最も近い位置でのFD
活動を通して、かつそこにインセンティブ機能を付与する（certificate）形で「日常の運動

体」とするための過程であると位置づけられるが、我々がその位置に立つためには、FDの

「現場」に責任をもつ体制（特にセンター内部）を早く整備しなければならないと感じた。 
 もう一点は「処遇」の曖昧さである。典型的なものが長崎大学の「FD受講証明書」への

扱いで、学部によって全く意味づけが異なるのである。具体的には医学部では助手から講

師に昇進する人事がある場合、FDに参加したかどうかが昇進条件になっており、そのとき

に「FD受講証明書」が大きな意味をもつ。したがってFD参加者名簿を見ると、医学部は若

手の助手の参加が非常に多い。また工学部では、教員の個人評価の中でFD参加度が指標の

一つとしてあげられ、受講証明書は「参加証明書」として教員個人が活用している。とこ

ろが一方で、受講証明書がただの「紙切れ」の扱いになる学部も少なくない。したがって

委員会でも、受講証明書の必要性が全くない学部の委員から時折「この証明書は発行する

必要がないのでやめればいいのに」という発言が飛び出す。勿論発行の必要性がある学部
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からそれでは困る、という反論でその話はなくなるが、このような議論自体が、大学の中

期計画にあるにもかかわらずFD参加の意義を曖昧にしている象徴でもある。そういう意味

では、シドニー大学でもそうであったが、メルボルン大学がFDをcertificateのみならず

M.Edのプログラムにまで高めていることを知ったのは大きな示唆であった。複数学位の文

化が定着していないわが国でどこまで有効かは分からないが、FD参加が学位になる、とい

う位置づけを検討してみるのも重要かと思う（わが国の場合では、教育職員よりも事務職

員対象がより有効だと思う）。その観点からみれば、学位授与権のことも含めて、教育学

部との連携を強化していくことも視野に入れるべきだろう。 
 
【参考文献】 
The University of Melbourne Strategic Plan Perspective 2004. 
The University of Melbourne Operational Plan 2004. 
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資料１．メルボルン大学戦略的計画 (The Melbourne Agenda) （抜粋） 
 

「世界最高水準のメルボルン大学の形成」 
（Making Melbourne one of finest universities in the world.） 

 
3. 質の高い学習 
 
目標：学部生と大学院生のためのすばらしい学習環境を作り，かつ維持すること 
 
戦略：大学での学習及び教育的な成果の質を高めるために 
 
3.1  
優れた社会性的、文化的、開放的な快適さを兼ね備えた安全かつ魅力的なキャンパスの維持 
3.2  
教員のアドバイスやフィードバックに対する日常的な，あるいは組織的な次元での対応を含

めた，世界水準の学生支援サービス，機能及び施設の維持 
3.3  
あらゆる機会において，大学教員に専門的な研修の機会の提供 
3.4  
教育において卓越していることに対して，大学の評価と報酬制度において高い優先順位の付

与 
3.5  
柔軟なコース構造と選択オプションの開発 
3.6  
教育と学習が、カリキュラム・デザイン、教育方法、提供方法及び教員－学生間での相互作

用のあり方において世界最高水準であると認められることを保証すべく，すべての学士課程

及び大学院課程の教育目標、教育方法及び提供方法を定期的に再検討 
3.7  
オンライン学習でも可能な知識と能力を獲得できるようにするために，すべての学士課程の

学生に機会を提供 
3.8  
スタッフと学生の中で文化的多様性への感性を促進し，かつ，英語以外の言葉の研究を促進 
 
大学の目標 
2007年までに： 
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3.1 
学生－スタッフ間比率を維持もしくは改善 
 
3.2 
毎年の改善を保証するために： 
毎年のコース経験アンケート(CEQ)及び大学院研究経験アンケート(PREQ)調査によって以

下を測定 
－教育・学習及び支援サービスに対する学生満足度 
－研究指導と設備に対する高学位課程（大学院）学生満足度 
－メルボルン大学における卒業生による学習経験に対する満足度 
 
【出典】The University of Melbourne Strategic Plan Perspective 2004, pp.50-52.  
 
資料２．メルボルン大学運営計画 (Operational Plan 2004) （抜粋） 
 
 
大学運営目標2004 
2004年の終わりまでに： 
 
3.1 
各学部は2004年の学生－スタッフ間比率について，2003年の学生－スタッフ間比率と等し

く，もしくはそれよりも低くする目標を達成させる。          (責任者:学部長)
3.2  
国のコース経験アンケート(CEQ)の報告書で，卒業生の教育の質、基本的スキルの獲得な

らびに大学での経験に対する全般的な満足への認識において，各学部の継続的改善を証明

するように，2004年の運営成果調査で報告すること           (責任者:学部長)
3.3  
２年ごとに行われている「2004年評価サイクル調査」における大学サービスに対する学生

満足度で，パークビルおよびパークビル以外の両方のキャンパスにおいて支援サービスと

学生満足度でさらに高水準の学生満足を達成すること 
 (責任者:学部長、副学長，教頭と研究記録係)

3.4  
教育に責任をもつ2004年の全新任教員は，高等教育研究センターが行う効果的な大学教育

の基礎についての集中プログラムを受けることになっているので，それについて教員会議

に報告すること                  (責任者:学長補佐(大学教員担当) 

【出典】The University of Melbourne Operational Plan 2004, p.11. 
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ニュージーランドの大学における FD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

６．オークランド大学における FD 活動 
 

小湊 卓夫 
 

１．はじめに：オークランド大学の概要 
２．オークランド大学プロフェッショナル・ディベロップメントセンターについて 
３．CPD におけるプロフェッショナル・ディベロップメントの取り組み 
４．CPD と授業評価 
５．教員表彰制度 
６．研修制度拡張の試み 
７．日本の大学の FD に対する示唆 
 
 
＜調査日時等＞ 
日時：2004 年 12 月 9 日 午後２時〜午後４時 
訪問先：オークランド大学教職員研修センター 
    Centre for Professional Development, The University of Auckland 
対応者：ロレーヌ・ステファニ(Lorraine Stefani) 
    教職員研修センター長 
調査者：小湊卓夫 
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１．はじめに：オークランド大学の概要 
 オークランド大学は 1883 年の創立で 120 年の歴史を有し、ニュージーランドに８つある

大学の一つである。 
 学生総数は 35,085 人（学部生 26,787 人、大学院生 8,298 人、その内留学生 4,760 人）、

フルタイムの教職員 3,786 人（教員 1,826 人、職員 1,960 人）であり、ニュージーランド

で最大の規模を誇る研究大学である。 
 オークランド大学は国際的な大学間ネットワーク作りに力を入れており、世界の 70 以上

の大学と協定を結んでいる。さらに大学間の国際的なコンソーシアムである Universitas21
ならびに環太平洋大学連合(Association of Pacific Rim Universities , APRU)にニュージー

ランドの大学としては唯一のメンバーとして加盟している。 
 
２．オークランド大学プロフェッショナル・ディベロップメントセンターについて 
 オークランド大学教職員の資質向上のためのプログラム提供はプロフェッショナル・デ

ィベロップメントセンター(Centre for Professional Development、以下 CPD と略)が担っ

ている。 
 CPD は学長の下に置かれる教育担当副学長の下に位置づけられ、教職員を対象とした資

質向上のためのプログラムを多数提供している。スタッフは 14 名である。また、オークラ

ンド大学では従来の FD、SD、スキルアップのためのさまざまな研修等を包括する用語と

してプロフェッショナル・ディベロップメント(Professional Development 以下 PD と略す)
という用語を使用している。 
 CPD の目的は以下のとおりである。 

① 教職員に対して専門的、個人的資質開発とそのための訓練プログラムを提供する。 
② 柔軟で革新的かつ有効的な教育を促進する。 
③ 研究を推進し広める中で高等教育に結びつく批判的学問を促進する。 
④ 学内の管理者に対し、助言や支援を行う。 
⑤ キャリア・ディベロップメント活動を行うスタッフへの支援を行う。 
⑥ 評価事業の展開とその後のフォローアップ支援を行う。 
⑦ 優れた教育・研究への理解と支援ならびに表彰を行うための大学政策の立案支援

を行う。 
⑧ PD への参加機会を幅広く提供する。 
⑨ 現在の活動を批判的に振返る機会を多く持ち、国際的、国内的、地域的な問題・

傾向・研究を取り上げていく。 
⑩ 学内における現在のニーズと将来的な方向性を決定するために、既存の学内グル

ープと連携を図る。 
⑪ 教員、大学院生の研究成果の向上を図る。 
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上記の目的から、CPD の活動は大学の教育および研究活動の改善と質向上に力点を置い

た活動が行われていることが理解できる。 
 
３．CPD におけるプロフェッショナル・ディベロップメントの取り組み 

オークランド大学では新任教職員研修として３日間のプログラムを用意し、その受講を

義務づけている。それは学長によるフォーマルな歓迎式典、教員に対するオリエンテーシ

ョン、職員に対するオリエンテーションである。これらの研修は、新任教職員がオークラ

ンド大学の概要、組織構造、組織文化、学内の諸手続き等を学び、大学構成員としての自

覚をうながすことを目的としたものである。これらの研修終了後は受講修了書が渡され、

オークランド大学の一員として認められるものとなっている。 
CPD では多岐にわたる研修を一手に担って行っていることが大きな特徴である。研修の

範囲は、新任教職員、大学の使命とマオリ文化、女性、教育、研究、大学内の各種サービ

スと業務、マネジメントとリーダーシップ、情報技術から成り立っている。詳細なプログ

ラムは以下の通りである。 
○教育 
・大学教員資格 
・チューター 
・教授法 
・教育評価 
・Cecil（教員・学生向けの教育支援システム） 

○研究 
・研究能力向上 
・論文作成および出版 

○大学内の各種サービスと業務 
・全学の構造とシステム 
・組織と管理 
・業務遂行 
・コミュニケーション 
・キャリア形成 
・福利厚生 
・健康管理と安全対策 

○マネジメントとリーダーシップ 
・学部長向け研修 
・女性向けリーダーシップ 
・管理職フォーラム 
・教職員向けのリーダーシップおよびマネジメント 
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○情報技術 
・情報と IT リテラシーワークショップ 
・コンピュータ（初心者） 
・ワープロ 
・スプレッドシート 
・データベース 
・プレゼンテーション 
・WWW 
・E メールとその他各種 
・PC 無料研修コース 

 
リーダーシップ研修は主に学長、副学長が行い、情報技術研修では企業から派遣された

専門家が行う場合もある。その場合は研修料が徴収される。これらの研修の中でも特に女

性向けの研修が好評とのことであった。 
プロフェッショナル・ディベロップメントの対象は、教職員スタッフ全員におよぶ。さ

らに、管理職、初任者、女性、初心者、教員、職員といったように、多様な大学の構成員

のニーズに合ったプログラムをきめ細かく提供している点がCPDの大きな特徴となってい

る。そのため研修プログラム数は年間 100 あまりにもなっている。 
 また上記に示された研修以外に CPD 独自に FD 研修を行っている。その目的はおもに教

育の質向上を目指したものとなっている。それは学科ごとに 20 名から 30 名の参加者を集

め、３時間のワークショップ形式で行われる。2003—2004 では地理学、芸術、神学の３学

科で行われた。2004—2005 では全学科で研修を行うことを予定している。 
  
４．CPD と授業評価 
 オークランド大学で行われる授業すべてについて、授業評価が実施されている。授業評

価に関しては講義用、チューター用、コース用の 3 種類のアンケートが用意されており、

学生がそれに答える形となっている。 
講義用とチューター用のアンケートの集計はすべて CPD に集約され、学科長ならびに教

育質保証委員会にデータが渡される。渡されたデータは教育運営委員会、評議会へと伝え

られる。さらに教員の自己評価ならびにピア評価の結果が、アンケートの集計結果と一緒

に CPD へ集約されている。それらの結果の一部は教員のティーチング・ポートフォリオと

して利用され、各教員は年度末ごとにそれを作成し、学科長に提出することとなっている。 
コース用のアンケートは、コースレヴューとともに学科長の下に集計され、それぞれの

学科長から CPD へとデータが集約される。このデータは学部長と学術プログラム委員会、

評議会へとデータが渡される。 
このように、授業評価アンケートのデータはすべて CPD に集約され、目的に応じてデー
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タの分析とその結果が大学執行部の担当部局に渡される組織構造を有している。 
また CPD へと集約された授業評価アンケートの結果は、三つの目的で利用されている。

①教員個人による教育改善、②教員の昇進のための判断材料、③外部評価への利用、であ

る。 
集められた 3 種類のアンケート結果は、授業を行った各教員にその分析結果がフィード

バックされ、授業改善に役立ててもらうようにアドバイスが行われている。 
授業評価アンケートの結果は、授業コマ数、指導学生数などとともに、一定のウェイト

付けをした後、評点として出され、その結果は昇進の際に判断材料として使われている。 
外部評価は 3 年ごとに学科レベルで行われており、このアンケート結果も利用されてい

る。また政府が行う大学全体の機関評価にも利用される。ニュージーランドでは高等教育

委員会(Tertiary Education Commission)が政府によって設けられており、そこが大学の機

関評価を担っている。オークランド大学では 2004 年に機関評価を受けるため、学内に自己

評価委員会が設立され、それは学内から選出された教員、副学長、質保証室(Quality Office)、
CPD 所長によって構成された。自己評価書を作成する際に授業評価アンケートも利用され

ている。さらに CPD が中心となって、2005 年には大学の質保証のためのアクションプラ

ンが作成されるということであった。 
このように、授業評価アンケートは CPD が集中的に取り扱い、アンケート結果の効率的

な利用に役立てているといえよう。 
 
５．教員表彰制度 
 ニュージーランドでは優れた教育をおこなった教員を表彰する制度が、政府レベルで存

在している。 
 政府の取組みは「優れた授業(sustained excellence)」「優れた共同授業(excellence in 
collaboration)」「新たなアイデアを実践した優れた授業(excellence in innovation)」の 3 領

域に渡りそれぞれ 3 名、合計 9 名が選出される。表彰金は 5,000NZ＄である。また、大学

の教育全体を表彰する制度もあり、オークランド大学は 2 年連続で表彰されている。 
 オークランド大学では表彰を受けた教員に対し、優れた教育についての講演を(Teaching 
& Learning Showcase)を行っている。CPD ではそれらの取組みの促進と支援を行っている。 
 
６．研修制度拡張の試み 
 CPD では教職員研修を一手に担っているため、教職員のニーズ調査、ニーズに対応した

プログラムの開発、を積極的に展開している。 
 研修への新たなニーズを探るために、各学科での FD 活動を今後積極的に展開していく予

定であり、また CPD のリーフレットやウェブなどを通じて、教員個人のコンサルテーショ

ンも展開している。またこのような積極的展開をスムースに行うために、大学の戦略計画

やアクションプラン作成に CPD 所長が加わり、主に教育の質保証の側面から計画立案に寄
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与している。 
 
７．日本の大学の FD に対する示唆 
 これまで、大学 FD の取組みは、個別の大学がどのような取組みを行っているのかという

点が大きく取り上げられてきた。それに加えてニュージーランドの大学では、政府による

教育の保証の取り組みも盛んであるのが特徴である。教員表彰制度や研究費の傾斜配分シ

ステムなどはその現れである。 
 ニュージーランドの大学は８つと数は少ないが、学生や教員の獲得をめぐる英語圏の大

学との競争と政府の政策のため、積極的な活動が行われていると思われる。 
 CPD の活動は一言で言うと、考えられる研修はすべて行うという姿勢である。CPD 自体

が教育担当副学長の下に置かれていることが、積極的活動が展開できる理由の一つであろ

うし、また 14 名というスタッフも日本の大学と比すると恵まれていよう。 
 FD 活動を組織化するという視点で行けば、FD に関係するすべての研修を CPD だけで

行うのは効率性の面から優れているかもしれない。また CPD 所長は学内の意思決定にかか

わる立場にもあるため、活動の展開がスムースに行われているとも考えられる。さらに、

大学自体が教員評価を行う際に、教育実績を重視しそれが昇進の条件にもなっていること

が、多くの教員を FD に巻き込む原動力になっていると考えられる。このことから日本の大

学の FD の組織化に対する示唆として３点挙げることができる。 
第 1 に、オークランド大学では、大学教職員の資質向上の取組みとして中心となる部署

としてＣＰＤを設けることで、活動の取組みを効率化することを可能としている。日本の

大学ではさまざまな分野において多岐にわたる研修が行われているが、それは個別に行わ

れたものである。それらの研修を一つの部署で扱うことによってプログラムを体系的に提

供することが可能となり、それは FD を効率化することにつながっていると思われる。 
第２に、資質向上のための研修をコーディネイトする能力を有した人材の育成が重要で

ある。多岐にわたる部局が存在する中で、どのような資質が教職員に求められているのか、

そのためには誰がどういった内容の研修を行うべきかを総合的に判断できる人材の育成が

求められよう。そうでなければ多くのプログラムを体系的に提供することは不可能であろ

う。 
第 3 に FD を大学教職員の昇進に関連付けることである。初任者研修を義務化し、段階

的に研修内容を高度化し、各教職員の FD 受講実績を記録することがオークランド大学で行

われている。FD に対する教員の抵抗が無いかを尋ねたが、それは無いとの応えであった。

それが言い過ぎではあるにせよ、教職員が学内での昇進を狙う際には必ず FD 受講実績が参

照されている。これは FD を受けさせることが目的というよりも、得られるポストにどのよ

うな資質が求められているのかを明示するという目的が大きいと考えられる。このように

FD 受講実績と昇進とを関連付けることは FD組織化にとって大きな働きを持っていると考

えられる。 
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７．ワイカト大学における FD 活動 
 

佐藤 浩章 
 
１．ワイカト大学の概要 
２．教授・学習開発に関する基本方針と組織体制 
３．教授開発プログラムとサービス 
４．学習開発プログラムとサービス 
５．教授・学習開発のためのツールとリソース 
６．FD 促進のための方策 
７．ワイカト大学の FD の特徴と課題 
８．日本の大学の FD に対する示唆 
 
＜調査日時等＞ 
調査日：2005 年 1 月 7 日 午前 10 時～午後 2 時 
訪問先：ワイカト大学教授・学習開発機構 

Teaching and Learning Development Unit（TLDU）, University of Waikato 
応対者：ニール・ヘイ（Dr. Neil Haigh） 

教授・学習開発機構長 
調査者：佐藤浩章、鳥居朋子 
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１．ワイカト大学の概要 
 1964 年に地元のハミルトン市民の要望で設立されたワイカト大学は、現在 14,405 名の

学生と 1,788 名の教職員を抱えている。学生のうち 2,460 名（約 17％）はマオリ系であり、

学内の掲示は英語とマオリ語の併記となっている。芸術・社会科学学部（Arts & Social 
Sciences）、コンピュータ・数学科学学部（Computing & Mathematical Sciences）、教育

学部（Education）、法学部（Law）、経営学部（Management）、マオリ・太平洋開発学部

（Maori & Pacific Development）、科学・工学部（Science & Engineering）の 7 学部で構

成されている。そのうち、マオリ・太平洋開発学部は、ニュージーランド唯一の学部とな

っている。 
 
２．教授・学習開発に関する基本方針と組織体制 
2.1 組織体制 

ワイカト大学における教授・学習開発活動の中心を担っているのが、教授・学習開発機

構である。ニュージーランドの 8 つの大学の中で、高等教育関係のセンターを持っている

のは 6 つの大学である。ワイカト大学の機構は、他のセンターと比較して、スタッフ数等

の規模は平均サイズである。 
機構には、７名のアカデミックスタッフ（ディレクター１名、主任講師１名、講師２名、

学習開発者１名、数学開発者１名、マオリ学習開発者１名）と 3 名の事務スタッフ（オフ

ィス・コーディネーター１名、業績評価アドミニストレーター１名、受付職員１名）がい

る。 
図１ ワイカト大学教授・学習開発機構 

 
 
2.2  教授・学習開発機構の基本方針 

機構のミッションは、「ワイカト大学の学生とスタッフが、学習と教授における優秀性に

向けて挑戦することを可能とする」である。機構の目的は、「どのレベルどの分野であれ、

学生が、自ら学び、高等教育に必要とされるものを獲得するために必要なリテラシーと能

力を開発することを手助けすること」にある。ここでは、欠点を正していくモデルではな
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く、発展・成長させるというモデルを採用している。また教員には、高品質のティーチン

グを提供するのに必要な教育学の知識・スキル・能力を自ら開発する手助けしている。ま

た機構は、大学が重要視する下記の目標と価値を現実化させるように、活動をしている。 
 
平等／多様性／リテンション／パートナーシップ／学習の質／研究面でのリード／ 
スカラーシップによる刺激 

 
2.3 歴史 

1988 年に学内に教授・学習委員会が作られた。これは、初めてワイカト大学が教員の支

援に関心を示した時とされる。ヘイ博士が中心になり、教育に関心を持っていた教員が自

主的なワークショップを始めた。1991 年に、それまで別組織だったスタディ・スキルズ機

構と統合して、現在の教授・学習開発機構が作られた。 
 
３．教授開発プログラムとサービス 

機構スタッフは、様々な活動を通して、学生と全学のスタッフに関わっている。機構と

しての取組だけではなく、委員会やワーキンググループ活動に貢献したり、学部・学科レ

ベルでの取組を支援したりしている。 
 
3.1 教員を対象としたプログラムとサービス 
①コンサルテーション 
教授・学習に関わるものであり、個別教員または教員集団を対象としている。 

②ワークショップ 
１講座 3 時間程度のものであり、平均して 1 つの講座には 15 名前後が参加している。※

印のセミナーは、PGCertTT 取得希望者（後述）には必須のものである。 
 

表１ ワークショップのタイトル 
高等教育におけるティーチングとラーニングの

概念※ 

チュートリアル教育のファシリテーション

※ 

スカラーシップ・オブ・ティーチング＆ラーニン

グ入門※ 

授業評価のデザイン：マーキングとフィー

ドバック 

プログラム・授業のデザイン※ オンライン上のディスカッションの司会 

レクチャー・シアター・テクノロジー入門 問題解決学習（PBL） 

講義法：アイデアと情報の表現※ 学生のニーズに合わせる 

オンライン教育入門 評価の原則※ 

ビデオ会議 ディスカッションを導く 

チューターの任命 実験のファシリテーションと演習授業 
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③授業参観とリフレクション支援 
④業績評価支援サービス 
 試験採用から本採用への切り替え、昇進、就職、キャリア・レビューなどの際に、教員

に必要な情報を提供している。具体的には、コンサルテーション、質問用紙のマスター

作成準備などを行っている。 
⑤リソース・ライブラリー 
⑥高等教育分野でのポスト・グラデュエイト・サーティフィケット（PGCertTT） 
 自らの教授能力を開発し、公式の教育資格の取得を希望する大学教員に対して企画され

たものである。機構が支援しながら、教育学部のプロフェッショナル・スタディ学部に

おける授業として実施されている。資格取得後には、大学院ディプロマ、教育学もしく

は哲学修士、教育学もしくは哲学博士といった資格を取得するような道がある。本資格

の取得希望者としては現職の教員を想定しているため、一般的なプログラムとは異なり、

「フレキシビリティ」、「真正性（シミュレーションではないという意味）」、「実践の共同

体」、「会話」をコンセプトにプログラムは設計されている。プログラムの中では、セミ

ナーへの参加（上記参照）、自らの教授活動の論文作成が課される。 
 
⑦メンタリング・プログラムのコーディネート 
 新任教員（メンティ）と、彼／彼女の面倒を見るメンターとをコーディネートする業務

である。 
⑧教員が教授活動に関わる調査や出版をする際の支援 
 
3.2 組織を対象としたプログラムとサービス 
全学の学内委員会、組織等における方針策定、実践開発という場面で機構のスタッフが

関与している。関わっている主な委員会名は下記のとおりである。 
 
教育の質諮問グループ／留学生支援グループ／学生サービスネットワーク／教育テクノ

ロジー委員会／初年次教育プログラム委員会／リテラシーワーキンググループ等 
 
3.3 教授・学習開発機構以外が取り組む FD 活動 
 機構以外に、下記の組織が FD 活動に取り組んでいる。 
 
①Ｅラーニング・センター（Waikato Innovation Center for e-Education） 

・コンサルテーション 
・コース、セミナー 
・ドロップ・イン・クリニック（短時間の相談） 
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・リソース提供 
②学部・学科 
・スタッフ・セミナー 
・ティーチング支援リソースの提供 
・褒賞 

③全学レベル 
・研究免除プログラムによるティーチングの開発 
・会議等への参加、貢献 

④オンライン FD 
・ＥＣＴＵＳ（外部団体）にアウトソーシング 

 
４．学習開発プログラムとサービス 
4.1 全学における学習開発の位置づけ 

上記で見たように、機構は教授開発と学習開発を対のものとして考えており、学習開発

に関わっても、様々な支援を提供している。いくつかの学習開発プログラムは授業が始ま

る前から実施されている。専門のスタッフを揃えており、全学のセンターと学部単位の部

門が連携して行っているのが現状である。 
学習支援に関わる全学組織としては、下記がある。 
 
 教授・学習開発機構 
教育開発センター（プレンティポリテク分校） 
図書館（情報リテラシーチーム） 
マオリ学生学習相談センター 
国際センター 
障害学生支援サービス 
カウンセリングサービス 

 
4.2 教授・学習支援機構が取り組むプログラムとサービス 
①アカデミック・オリエンテーション・プログラム 
 学期の始まる直前の一日研修。スタディ・スキル教育や図書館案内を実施している。9 時

から 12 時までの 3 時間（昼食持参）かけて行われ、5 ドルを徴収している。事前の申し

込みが必要。 
②個別指導 
一対一で行われる学習支援のことであり、面談・Ｅメール・電話（TLDU ホットライン）

で行われている。内容は下記のとおりである。 
アイデアの明確化／文章添削／スタディ・スキルチェック／授業課題のフィードバッ
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ク／レポート・論文・リサーチ申込書・博士論文の書き方／プレゼンテーション 
③ワークショップ 
スタディ・スキルに関わるワークショップである。マオリ語でも実施される。機構が独

自で企画する場合、学部と連携する場合、学生主導で行われる場合がある。内容は下記

のとおりである。 
  効果的読書術／ノートの取り方／時間の使い方／マインド・マッピング／論文作成法

／ピア・エデティング／テスト攻略法／課題のための情報収集／数学・統計学の基礎

知識 
④ドロップ・イン・クリニック 
短時間の学習相談のことである。 

⑤ポスドク向けサービス 
 ポスドク向けに博士論文の書き方などについて、オンラインリソースを提供している。 
⑥リソース提供（ＣＤ、ライブラリー） 
⑦数学準備コース 
 

図２ 学習開発窓口がある図書館 

 
 
4.2 学部が取り組むプログラムとサービス 
 芸術・社会科学部：マオリ学生支援コーディネーター、留学生向けＴＡ 
 マオリ・太平洋開発学部：メンタリングサービス 

経営学部：マオリ・メンタリングサービス、言語・学習支援サービス 
 科学・工学部：科学・工学における学習サポート 
 コンピュータ・数学科学学部：数学専攻学生のためのドロップ・イン・セッション 
 
５．教授・学習開発のためのツールとリソース 
5.1 教授開発のためのツールとリソース 

①PGCertTT 向けハンドブック 
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②TLDU ニュースレター 
③TLDU TALK（ジャーナル） 
④オンライン・ライブラリー 
・ カタログ（FD 関係書籍のリスト） 
・ 購入希望入力フォーム 

 
5.2 学習開発のためのツールとリソース 
・ＣＤ－Ｒ（ワイカト大学での学習） 
 全学生に配布されるものであり、学習目的、スタディ・スキル、キャンパスマップ、連

絡先などを見ることができる。 
 
６．FD 促進のための方策 
6.1 FD 参加のモチベーション 
①全国レベルで実施される教育賞 
②昇進・テニュア取得のためのティーチング・ポートフォリオ提出 
 昇進・テニュア取得のためには、自らの教育業績をまとめたティーチング・ポートフォ

リオを提出する必要がある。この材料の一部となるのが、FD 活動への参加記録であり、授

業アンケートである。この役割は大きい。 
③資格制度（PGCertTT） 
 
6.2 FD に教員を参加させるコツ 
①個人レベル 
 ワークショップは有効な方法である。参加型の学習戦略を採用すべきである。また新人

の教員に向けては、個人的に手紙を出して、参加を促すことも行っている。昼食に誘った

りして、教授・学習に関心を持ってもらうよう努力している。 
②学部・学科レベル 
学部・学科に入り込んでいく必要がある。待っていてもダメである。学部の意欲ある個

人と共同で働くことが大事である。例えば、学部・学科の全体のプログラムレビューを行

うこともその一つだ。また学科長との関係を密にすることも大事だ。会話を続ける必要が

ある。 
また「～するのはどうでしょう」と、学部・学科の課題を見つけて解決策を提案してい

く形で持ちかけることが有効だ。例えば増えつつある留学生の問題について、関心のある

人で討論する機会を設けることなどは良いアイデアだ。同僚から学ぶことが最も効果的だ。 
③全学レベル 
 機構が先を見越して行動を起こし、イニシアチブを取る必要がある。大学の代表者たち、

委員会、諮問委員会などと共に仕事をすることで、大学の政策に影響を与えることが大切
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である。機構のディレクターは以前に「教育・学習計画（Institutional Learning and 
Teaching Plan）」を提起し採用してもらった。その後、この計画は各教員にまで下りて実

施されている。ポリシーや計画が必要だ。また業績評価も有効である。そして、スカラー

シップ・オブ・ティーチングなどを通して、教育と研究の間の関係づくりをすることも大

切である。 
④全国レベル 
 全国レベルでは、教育面で優秀な教員を表彰する制度がある。Academic Audit Unit とい

う組織があり、教育の質についてレビューを行っている。ここでの結果は予算配分には影

響していない。 
 
７．ワイカト大学の FD の特徴と課題 
 以上見たように、ワイカト大学の FD の特徴的な点は、その独自の資格制度にある。ワイ

カト大学では、体系的な FD プログラムを構築し、論文作成などを課すことによって、実質

的な教授能力を向上させるシステムができあがっている。FD に参加したことがしっかりと

形になるのは強い動機になると思われる。現在、英国やオーストラリアでは、全国規模で

の必修の大学教員資格の策定、実施が検討中のようであり、ニュージーランドでもそうし

た議論が始まりつつあるという。程度の差はあれ、大学教員は研究志向が強いのはどこの

国でも同じであり、自主性に任せるだけでは不十分なのであろう。 
一方、機構長へのインタビューの中で、教授・学習開発機構の課題としてあげられたの

が、スタッフ数の少なさである。高等教育の国際化、大衆化に伴い、大学生はますます多

様化している。やりたいこととできることの格差が広がっている。活動を拡大していけば、

サービスも拡大していく。教授・学習の開発をするには専門性が必要であり、個々の教員

を支援しようとすれば数は足りないとのことであった。これを解決するための方策を問う

たところ、各学部と教授・学習について議論する場を持ち、学部教員の中にサポーターを

作る必要があるとのことであった。 
 
８．日本の大学の FD に対する示唆 
 本調査から得られた日本の大学の FD に対する示唆は下記の 4 点である。 
 

8.1 階層別（全学、学部・学科、個別）に FD 活動を実施しよう。 
 FD への参加呼びかけは、全学的に行うだけでは不十分である。上記見たように、各階層

別にプログラムとサービスを提供する必要がある。 
 
8.2 新人教員に働きかけ、一緒に仕事をしよう。 
 大学教員になり、研究重視の学問生活を長らく送ってきた者に、教育の重要性を訴え、

意識改革をしてもらうのはたやすいことではない。新人教員の段階でしっかりと教授・学
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習開発活動の重要性を理解し、共同で作業することが効果的である。 
 
8.3 資格に結びつく FD プログラムを開発しよう。 
 日本の大学には、テニュア制度がない。また採用・昇進にあたっても、教授活動が評価

されることはまだ少ない。私見では、海外の大学で教員が FD 活動に参加する最大の理由は、

業績評価の際に教授活動がきちんと評価されることにある。恐らく日本においても、今後

そのような状況になることが予想されるが、それを見越して、参加したことがしっかりと

形になり、評価される FD プログラムを開発する必要があろう。 
 
8.4 学部教員の中にサポーターを作ろう。 
 高等教育センタースタッフは、学部教員から孤立してしまうことが多い。そうならない

ために、学部教員の中に、教授・学習開発業務に関心と熱意を持ったサポーターを作る必

要があろう。センターが企画する様々なプログラムやサービスに対し、学部の中で他の学

部教員に、「彼ら／彼女らの理解できる言語で」説明をしてくれるはずだ。 
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